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はじめに

めざましい経済発展をみせている東アジア地域諸国において、出生

率、死亡率の低下、寿命の伸長等による人口高齢化力ざ社会的問題とな

りはじめております。その高齢化率は日本と比べて未だ低いものの、

中国東部地域の大都市圏や台湾では既に7％を超える水準になってお

り、韓I玉lでもソウル、う°サン等大都市以外の地域では急速に高齢化が

進行しています。そして、各国の人口高齢化は今後国全体としても、

日本と同様の速いスピードで進行することが予測されております。

こうした東アジア地域の状況から、各国関係者の調査、研究、交流

も年々盛んになり、その研究では、人口高齢化のみならず家族形態、

親子,剣係、 また高齢者の生活行動や意識についても、東アジア地域特

有の類似性共通性力ぎあること力ざ指摘されているところです。

エイジング総合研究センターは、かかる国際状況に鑑みるとともに、

いわゆる「日本型高齢化社会」の研究とアジア各国専門家に対する研

究協力の立場から、束アジアの専門家やその関係機関と共同で様々な

調査研究活動を展開しておりますが、去る1994年からは「東アジアの

高齢化研究」う°ロジェクトとして、東アジア地域の主要な専門家を糾

合した定期的会議の開催も含めて、 より積極的な調査研究交流を始め

ております。

束アジア地域全体（会議等）では、人口動態と高齢化社会変化、家

族形態と親子関係、老後生活（健康、扶養等)、 ライフサイクル、ラ

イフスタイルなどを共通テーマに研究報告、情報交流を行っています

が、同時に各国各専門家独自の調査研究も行われ、その相互協力も盛

んです。エイジング総合研究センターも独自の調査研究を行っており、

1995年度は東アジア地域の高齢化の基礎的状況を調査し『東アジア地

域／高齢化問題研究一中国・韓国・台湾の人口高齢化と高齢者の生活

事情』をとりまとめております。そして今年度は韓国をとりあげ「韓

国の高齢化」をテーマに、その人口高齢化の動向、高齢者の生活実態、

医療．保健．福祉制度、農村高齢者の健康と意識などについて調査研

究をｲ丁いました。本報告書はその研究成果をとりまとめたものであり

ます。

この報告書のとI)まとめに当たっては、 「東アジアの高齢化研究」

の韓国のメンバーである崔仁絃（元韓国社会保健院社人口研究所副所

I
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長、老年学会理事)、申康淳（韓国老人会中央会轆務総長)、李誠國

(韓国慶北大学校医科大学教授）の各先生をはじめ、 ﾉﾄ'業（エイジン

グ総合研究センター研究員)、そして韓国の元保健社会部長官

(1991～93年）安弼溶先生に多大なご協力を賜りました。光'1ミカのご

尽力に心から感謝申し上げます。

また、当センターの「東アジアの高齢化」研究にご恥解を賜り、研

究助成下さっている日本財団に対しましては、お蔭様にてここに黄重

な報告書ができましたことをご報告するとともに、そのご商配に厚く

東アジア地域高齢化問題研究／研究調査委員会
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岡崎陽一（元人口問題研究所長）

嵯峨座晴夫（早稲田大学教授）

冷水豐（上智大学教授）

吉田成良（エイジング総合研究センター常任理事）
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■中国委員会
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第1章

韓国における人口高齢化と高齢者事情－
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1995年の「世界人口白書」によると、 1995年の韓国総人口は4,500

万人であり、合計特殊出生率(TFR)は1.76となっている。 1960年

の韓国総人口は2,580万人であI)、 35年間に74%の人口増加となる。

人口増加率は1960年代初期の29%から1970年代には2.0%、 1990年代

1.0%未満の水準に低下している。

韓国では1960年代初めより本格的な経済開発に取|)組み、ここ30年

余りの問に近代経済成長を達成し、経済社会の近代化を推し進めてき

た。その結果、今日はアジアNIEsの一員として、一人当たりGNP

は10,000米ドルに近づくレベルに達し、先進国への仲間入りを目指し

ている。

一方、 60年代初めの経済開発と同時に、政府主導型家族計画を広範

に実施し、人口増加の抑制を行なってきた。その努力が実り、出生力

の低下にともない、人口増加率が低下し、人口構造にも変化がもたら

された。

また、その過程において、次第に人口高齢化力欝現れるようになって

きた。韓国の人口高齢化の著しい特徴の一つは、急激な経済、社会の

近代化の渦中で、社会福祉、医療、保健等諸制度の未整備のまま、人

口高齢化を迎えていることである。経済、社会の急激な変化は人々の

意識にも変化をもたらし、伝統社会の既存の価値観も余儀なく変化を

迫られるようになっている。伝統的な儒教、家父長意識の強い韓国社

会において、このような経済、社会及び伝統意識の変化は、高齢化社

会を迎える中で多くの課題を突きつけている。
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韓国では1960年代に入って出生率力罫低下し始め、 1960年から66年の

間に出生率は43％から31.9％にへと急速な低下を見せている。この出

生率水準はまだ高いものの、低下1幅はかなり大きなものである。韓国

の出生率はその後も低下を続け、 1970～75年、 1980～85年に大幅な低

下を記録し、 1980年代後半からは低い水準で安定的に推移している。

合計特殊出生率(TFR)は1960年の6.0から1990年の1.6にまで大幅

に低下し、先進国なみの低出生率水準に達している。図表1－2は

1960年から90年までの韓国の出生率動向を示している。 1960年代以降

の韓国の出生率低下の原因は、主として戦後ベビーブームの完了、

1960年代初めから実施された家族計画プログラムの効果、および近代

化過程に起こった社会経済的条件の変化にともなう出産意識と出産行

動の変化等を挙げること力葡できる。

1．韓国の人口高齢化

(I) 出生力低下

第二次世界大戦終結年の1945年当時、韓陸Iの人11は1,700万と推定

されているが、 1960年には2,580万人となり、その間に800万余りの人

口増加となり、年平均3.2％というきわめて高い人I I増加率を示して

きた。1955～60年の3%の年平均人口増加率に続き、 1960～66年にも

2.6％という高い人口増加率を記録している。このような急激な人口

増加は、戦後のベビブームによる出生率の上昇および保健、医療条件

の改善による死亡率の低下に起因するものである。 しかし、その後韓

国の人口増加率は低下を続け、 1966～70年間には1．9％、 1970～75年

間には1.7％と急低下している。 1960年代後半以降の人口増加の鈍化

は、 1960年代初めから導入された人口抑制政策の強力な推進および経

済開発に伴う社会経済環境の変化によるものである。

韓国の人口増加率は1980年代に入ってからも低下を続け、 1985年

~90年には年平均1.4%まで下落している。一方、 1985年韓国の総人

口はすでに4,000万人を突破し、 1949年の2倍を超えるようになった。

人口増加率は低下したものの、 1950年代後半から10数年は急速な人口

増加が続き、人口密度は1960年の1平方キロメートル当たり254人か

ら1990年には437人となり、世界でも有数の高い人LI密度の国となっ

ている。図表1－1は韓国の各年次の人口動態率を示したものである。

図表1－2．韓国の出生率動向

年齢別出生率 (脇）

年次 TFR

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1960 37 283 330 257 196 80 14

(100.0) (1000) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

22 212 309 226 146 65 10

（59.4） （74.9） （93.6） （87.9） （74.5） （81.3） （71.4）

17 190 315 211 113 43 6

( 45.9) ( 67.1) ( 95.5) ( 82.1) ( 56.7) (537) ( 42.8)

14 163 268 140 59 19 3

（37.8） （57.6） （81.2） （54.5） （30.1） （23.7） （21.4）

10 155 248 97 26 6 1

( 270) ( 54.7) ( 75.1) ( 37.7) ( 133) ( 7.5) ( 7.1)

6 116 169 42 9 2

（ 162） （40．9） （51．2） （ 16．3） （ 4.6） （ 2.5）

5 94 173 42 7 1

（ 13．5） （33．2） （524） （ 16．3） （ 3.6） （ 1.2）

6．0、
１
沙 1965 5.0

1970 4．5

1975図表1－1 ．韓国の人口動態推移 (％） 3．3

|樋死亡率 ’粗死亡率年次 向然増加率粗出生率
1980 2．7

1945-50 39.9

1951-55 41.0

1956-60 43．0

1966 319

1970 29.5

1975 24．7

1980 24．0

1985 16．4

1990 15．6

15．8

14．3

12．8

8．6

98

7．6

74

6．2

5．8

24 1

26．7

30．2

23．3

19．7

171

16．5

10．2

9．8

1985 1．7

1990 1．6

資料： 『韓|到統計年鑑』 1980, 1990年｡( )内は1960年を100とした指数である。

韓国の人口動態は、 1960年代初めまでは高出生、高死亡という典型

的な後進国型であったが、約30年の間に低出生、低死亡の先進国型に資料：韓国統計庁『人口動態統計年報』 197(）9()年。
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韓国では1960年代後半から出生率の低下にともない、人口の年齢構

造に大きな変化力笥見られるようになった。図表1－3は韓国人口の年

齢構造の推移を示したものである。それによると、年少人口の割合力ぎ

戦後のベビーブームの影響で1966年には最高値に達した力き、そのあと

出生率の急低下にともない、 1966年の43.9％から1985年以降には30%

以~下に低下した。それに対して、 1966年までに低下してきた生産年齢

人口の割合は1970年以降は上昇し始め、 1966年の53％から1975年には

58％となり、 さらに1985年には65.2％に上昇した。これは戦後のベビ

ーブーム期に生まれた出生コーホートカゴ1970年代に入って生産年齢に

達したことと一方で、 1960年代以降出生率力笥持続的に低下してきたこ

とに起因する。一方、老年人口の割合は、 1960～70年代には安定的に

推移した力ざ、 1970年の3.1%から1985年には4.2%に、 1990年には5.1

％へと徐々に上昇し始めた。これは出生率の低下と死亡率の改善によ

るものである。

次に、生産年齢人口に対する従属人口（年少人口と老年人口の和）

の比を示す従属人口指数をみると、 1966年にはいったん上昇した力ざ、

1970年代に入ると、生産年齢人口の増加と出生率の低下により急速に

下力ぎり、 1990年以降には40%台にまで低下した。

1960年代より急激な出生率の低下と死亡率の持続的な低下によって、

人口の年齢構造も余儀なく変化された。その過程で年少人口は持続的

に減少し、生産年齢人口の割合が大きく上昇してきた。また、老年人

口も次第に増加してきた。年齢構造の推移から、韓国では、 1980年前

後から人口高齢化が始まっていること、 またそれ力§次第に速まってい

ること力ざ分かる。

韓国人口は2000年には4,700万人、 2010年には4,970万人に増加し、

2020年には5,000万人程度で人口成長力笥安定化すると予測されている。

これから年少人口の割合は引き続き低下し、 1990年代後半には総人口

の20%にまで低下する見込みである。一方、生産年齢人口と老年人口

の割合は次第に上昇していく。 2000年には生産年齢人口は72%、老年

人口は7％に達すると予想されている。 2000年および21世紀に向かっ

て韓国の人口高齢化力ざ加速されていくことは確実である。

将来、韓国全体の人口高齢化が進む中で、地域的な高齢化水準は必

ずしも均一的ではない。図表1－4は韓国の地域別高齢化率の推計で

ある。 1995年韓国全体で高齢者の割合が6.27%である力ざ、 20年後の

2015年には10.31%となり、 さらに2045年には20%近くに達する見込

近づいてきている。その結果、人口の自然増加卒も1986年以降は09

％という低い水準に達している。この過程はすなわち、緯IIJの人口転

換過程にほかならない。韓国の人口転換は、 冊例ﾐ率の低Iく過程から見

て、 1960年代前半に始まって、 1980年代半ばにほぼ尤結したとみるこ

とができる。人口転換の歴史から見て、 この期間はかなり疎い期間で

はあるが、この傾向は東アジアに共通するものである。

出生力低下に関わる要因は多数である力ざ、通常の人1 1の変動と社会

経済的変化に加えて、韓国の場合には1960年代初めから進められてき

た人口抑制政策の影響などの要因力ざあげられる。その1'1でも政策的要

因は出生力低下のもっとも重要な要因となっている。韓|封の家族計画

による出産抑制政策の成果は高く評価されている。

(2)人口高齢化

韓国では1960年代初めから家族計画が強力に推し進められ、出生力

力曾急激に低下してきた。その過程は人口の年齢榊造に変化力ざ起き、人

口高齢化へと向かう過程でもある。

図表1－3．韓国人口の年齢構造推移 (％）

｜年次

年齢構造

従屈人I 1蜻数

| ‘5-" ’15～64 65～0～14

89．0

887

1944

1949

1955

1960

1966

1970

1975

1980

1985

1988

1990

43．2 52．9

41．7 53．0

41．2 55．5

42．3 54．8

43．9 53．0

42．5 54．4

38．5 58．0

34.0 62.2

30．6 65．2

283 67，2

25．7 69．2
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１
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３
５
３
２
３
３
３
３
４
４
５

80．3

82．6

88．8

83．8

72．5

6() 7

53．4

488

44．5

〃

黄料：韓国統計庁『韓国統計年鑑』 1960-92年。

注：従属人口指数は15-64歳人に1に対する()‐14歳および65

歳以上の人口の比である。
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図表1－4．韓国の地域別高齢化率推計 (％）

2．高齢者の実態と意識(｢老人生活実態調査｣の結果より）
地 域 1985年 1995年 2005年 2015年 ’ 2025年 2035年 2045年

全 国 4.69 6.27 8.63 10.31 13.76 17.31 19.07

ソ ウル 2.94 4.02 5.85 7.81 11 . 17 14.42 16.06

釜 山 2．63 3．95 5．89 7.98 11 ．59 14.73 16.36

大 邸 3.07 4.36 6.43 8.44 11 .93 15.52 17．16

仁 川 2．96 4．19 596 8．01 12．37 16．43 18．41

光 州 3．41 3．76 5．11 6．22 899 13．01 14．11

大 田 3．44 3．81 5．21 6．58 9．52 ］242 13．56

京畿道 4．22 8．09 7．03 9．21 1374 1793 20.04

江原道 5.22 7.19 1007 11.49 15.39 18.86 20.39

忠清北道 622 7.88 10.22 11 .04 14.55 18. 19 19.77

清忠南道 6．55 9．44 13.73 15.23 18．84 23．07 25．47

全羅北道 5．91 8.69 12.07 13.75 16.41 19.58 21.28

全羅南道 6．32 9．33 13.05 14.73 18．01 21．85 23．89

慶尚北道 6．99 929 12.01 13.26 1656 2007 21．85

慶尚南道 5.07 5．75 6.98 8.15 11．49 14．43 16.04

済州道 524 6．47 8．96 11．26 15．06 19．85 22．45

韓国では高齢化社会の福祉政策確立および高齢化社会の基礎資料の

礎得を目的に、 60歳以上高齢者の生活実態と問題点を把握するために、

1994年4月から5月にかけて、高齢者実態調査が行われた。この実態

調査は、韓国保健社会研究院が統計庁の統計承認（第30402号）を得

て実施したもので、 106か所の標本調査区の60歳以上の高齢者計2,417

人（1,874高齢者世帯）を対象に、 421の調査項目が含まれている「老

人生活実態調査」 （韓国保健社会研究院）調査表を利用して、調査員

28名の直接訪問により調査が完了している。この実態調査では、高齢

者の生活と意識実態に関する貴重な大量のデータを得ること力罫でき、

高齢化社会の諸施策の制定に多くの基礎資料の提供を可能にしている。

以下において、この実態調査の主要な結果を紹介する。

(I) 基本属性

この調査によると、 60歳以上高齢者世帯の世帯総数に占める割合は

226％である。さらに、高齢者世帯の中で高齢者独身世帯が14.9％で、

高齢者夫婦世帯力罫23.6％で、子女と別居している高齢者世帯が38.5％

となっている。高齢者独身世帯および高齢者夫婦世帯の世帯総数に占

める割合はそれぞれ34％と5.3％であり、子女と別居している高齢者

･lll淵の世帯総数に占める割合は8.7%となっている。

農村地域の場合、高齢者独身世帯および高齢者夫婦世帯の世帯総数

に占める割合はそれぞれ8.2％と13.4％であるのに対し、都市地域で

はそれぞれ20%と3.0%であり、この割合は農村地域の方が都市地域

に比べ非常に高くなっている。

1988年全国規模の実態調査によると、子女と別居している高齢者世

帯の高齢者世帯に占める割合は22.9％（高齢者独身世帯9.6％、高齢

者夫婦世帯13.3％）で、農村地域は30.9%、都市地域では15.6%であ

った。一方、子女と別居している高齢者世帯の世帯総数に占める割合

は5.2％であるが、農村地域では113％で、都市地域では2.6％であっ

た。この二回の実態調査の結果、過去六年間において、子女と別居し

ている高齢者世帯の高齢者世帯に占める割合力ぎ急激に上昇しているこ

と力欝分かる（図表2－1を参照)。

資料：韓国統計庁『地域別人口推計』。

みである。高齢化が急ピッチで進むこと力ざ予想される。地域別に見る

と、 1995年高齢化水準カダ高いのは、忠清南道、全羅南道、慶畿北道で、

9％台の水準にあり、これらの地域は将来も全国平均水準をはるかに

上回るレベルで推移するものとみられる。一方、 ソウル、釜山、大邸、

仁川、光州、大田等大都市では全国平均水準よりもかなり低い高齢化

率を示している。それは、若年人口がこれらの大都市に流入した結果

であると思われる。いずれにしても、今後韓国は人I1高齢化を避けて

通れないものであり、高齢化社会の諸局面を迎えることになる。そし

て、高齢化社会の諸課題の解決を図っていくには、高齢化社会の主役

となる高齢者の実態と意識を把握することカゴ先決であろう。
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教育程度を兄ると、文字の読めない高齢者の割合は31.1％で、正規

教育は受けなくても文字の読める高齢者の割合は24.2％である。小学

校中退または卒業している高齢者は29.2％で、中、高等学校学歴の高

齢者は11.3％で、専門・大学以上の学歴の高齢者は44％となってい

る。また、男子高齢者の文盲率力笥12.4％であるのに対し、女子高齢者

の文盲率は43.4％で、男女間の拡差が大きい。

図表2－1 ．地域別高齢者世帯の変化（60歳以上） (％）

1988年 1994fl

合計 都市 農村 合‘汁 郡IIj 農村

高齢者世帯／世帯総数

高齢者独身世帯／世帯総数

高齢者夫婦世帯／世帯総数

高齢者独身世帯／高齢者世帯

６
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２
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９
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226 172 40．7

3．4 2．0 8．2

53 3．0 13．4

14.9 11 .4 200

23．6 172 32．7

(2) 家族関係

●世帯形態

高齢者世帯の世帯形態別に見ると、高齢者独身世帯が14.9％、高齢

者夫婦世帯ｶざ23.6％、子女と同居している世帯力ざ56.2％、その他の世

帯が5.2％となっている。子女と同居している世帯の中で、長男と同

居している世帯が32.3％、その他の息子と同居している世帯が17.9％、

娘と同居している世帯が5.9％となっており、長男と一緒に暮らして

いる高齢者世帯が圧倒的に多い。また、子女と同居している世帯の中

で、既婚子女と同居している割合が39.7％、未婚子女と同居している

割合が16.5％となっており、既婚子女と同居している割合が未婚子女

I

高齢者夫婦世帯／高齢者世剃

今回の調査結果によると、 56．9％の高齢新が都IIjに、 431%の高齢

者が農村に居住している。農村の高齢者の有配偶率は60．8％で、都市

の53.2％より高くなっている。男女別の割合は、 ・男f力曾39．7％で、女

子が60.3%で、高齢者の性比は65.8となっている。尚齢荷の年齢分布

を見ると、60～69歳が61.0%、 70歳以上の商齢者力ざ39.1%となってい

る。70歳以上後期高齢者の割合は、 1985年の37_2%から1990年の38.0

％と増加している。

結婚状況をみると、高齢者全体の有配偶率は56．5％で､ある力苛、男子

高齢者の有配偶率は87.1％であるのに対し、女子高齢薪のそれは36．3

％で、男子が女子をはるかに上回っている。 しかも、年齢力ざ上昇する

ほど有配偶率は低下している。これは一般的に韓国では男子高齢者力ざ

年下の配偶者と結婚している慣習、女子高齢化の平均寿命力ざ男子高齢

者より長いことがその理由とみられる。また、韓国の場合、女子高齢

者が死別後再婚すること力ざ文化的、社会的にタブー視されている傾向

がまだ強く残っていることとも関連している（図表2－2を参照）。

と同居している割合より高い（図表2－3を参照)。

図表2－3．地域別高齢者世帯の形態（60歳以上） (％）

|“村合計 都市

商齢者独身世帯

高齢者夫婦世帯

子女と同居世帯

（高齢者十既婚子女）

（高齢者十既婚・未婚子女）

（高齢者十未婚子女）

その他の世帯

（高齢者十親）

（高齢者十親戚）

（高齢者十非血縁）

14．9

23．6

56．2

(35.7）

（4.0）

(16.5）

5．2

（ 12）

（33）

（0.7）

11.4 20.0

17．3 32．7

66．5 41．6

(39.3) (30.5)

（6.0） （1.8）

(21.2) (9.3)

4．9 5．8

（0.8） （1.9）

（3.2） （3.5）

(0.9) (0.3)

図表2－2．男女年齢別結婚状況 (％）

’合 計 75歳以lを60～64 65～69 70～74

計男女 計男女 計男 女 計 男 女 計 男 女

有配偶

無配偶

56.587.1 36.3

43.512.963.7

73．793．459．3 60．688．439．9

39.4 11.660.2

48285．4230

51．8 14．777．0

29．5728 96

7()527．290．4

1()().(） 100．0100．0

合 計 100.0 10().0 100．0

26.3 6.640.5

’ ’合計
一

100.0100.0100.0 100.0100.01000 100.0100.0100.0 100.0100.0 100．0
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済的「依存型」高齢者（33.3％） よ|)子女との別居を選好する比率力ざ

はるかに高く、経済力のある高齢者の半分以上力ざ子女と別に生活して

いることを希望していることが分かる（図表2－4を参照)。

●別居・同居理由

さらに、子女との別居希望理由をみると、高齢者力ざ子女と離れて生

活していることを希望している一番大きな理由は、 「別に生活するの

力董気楽で良い」で、 73.4％に達し、その比率は都市高齢者（78-1％）

の方力ざ農村高齢者（68.5％） より、有配偶高齢者（74.8％）の方力笥無

配偶I葛齢者（69.7％） より、女子高齢者（74.0％）の方が男子高齢者

(72-7％） より高い。一方、高齢者が子女と一緒に生活することを希

望する理由は「子女と一緒に暮らすの力ざ気楽で良い」力笥23.6％で一番

高く、次に「一般的‘股習となっているから」 （22.1％)、 「寂しさのた

め」 （211％）の順となっている。 「一緒に暮らすの力笥気楽で良い」と

答えたものは、都市高齢者力ざ農村高齢者より、無配偶高齢者が有配偶

高齢者よI)、女子高齢者力奮男子高齢者より高くなっている。

●子供と会う頻度

高齢者が別居している子女の中の一人と「週一M以止」会っている

割合は31.3％であり、 「ほとんど毎日」会っている割合は8．1％であり、

｢一か月～三か月に一回程度」会っている割合は39．5％となっており、

別居している子女との接触頻度がそれほど高くない。 また、別居して

いる子女と「週一回以上」とわりに頻繁に会っている割合は、男子高

齢者の方が32.8％で、女子高齢者の30.3％よI)"F商い。

●同居意向

高齢者全体の46.4％が子女と別々に生活することを希報しており、

長男との同居を希望している高齢者は340％にとどまっている。これ

は伝統的な「長男同居希望」居住形態に対する高齢巷の,意識に大きな

変化が起きていることを物語っている。子女との別居を選好する高齢

者の割合は、農村地域の場合（531％）が都市地域の場合（413％）

より高くなっている。結婚状況別に見ると、有配偶商齢巻（58．0％）

が無配偶高齢者(31.0%) より、男女別には男子I蔚齢稀(56.7%)が

女子高齢者（39.6％）より、年齢が低いほど、教育程度力ざ高いほど、

子女との別居を希望している割合力笥高くなっている。また、現在、子

女と離れて生活している別居高齢者の場合は、 -f女と1I71孵している高

齢者に比べ、将来子女と別居して生活することを希望する比率がはる

かに高くなっている。高齢者の収入源別経済状況別（自立型と依存

型）による希望居住形態は、経済的「自立型」高齢者（59．7％）が経

(3)経済状況

●就業状況

高齢者全体の36.7％が「収入を伴う仕事」に従事している。就業し

ている比率は男子高齢者が女子高齢者よI)、農村の高齢者(53.0%)

力ざ都市高齢者（24.3％） より高い。就業している高齢者の56.9％は農

図表2－5．就業高齢者の月平均勤労所得（60歳以上） （千ウォン）図表2－4．高齢者の希望居住形態（60歳以上） (％）

基本属性

全体

男子

女子

60～64

65～69

70～74

75歳以上

地域別

都 市

農 村

勤労所得 基本属性 勤労所得絲蠕状態地域別

全体

職種別

農林・漁業

その他職種

教育程度別

読めない

読める

小学校

中・高等学校

専門大学以上

376

475

201

444

332

325

152

都市 農村 有配偶 無|配偶

268

494
一人（夫婦）だけで別に

長男と一緒に

息子の中の一人と一緒に

娘と一緒に

気に入っている子女と

その他

分からない

46．4

34．0

8．2

2．4

2．6

12

52

41．3

35．4

8．7

3．4

3．1

14

6．8

53．1

32．2

7．6

1．2

19

0．9

32

58．(）

283

4．9

1．2

1．7

0．3

31．0

41．5
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4．0

3．7
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963
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林漁業に従事している。また、就業している商齢荷の）1 ，F均勤労所得

は都市高齢者が51.9万ウォンで、農村の高齢省が27．6〃ウォンで、男

子高齢者が47.5万ウォンで、女子高齢者が20．1〃ウォンとなっており、

教育程度が高いほど月平均勤労所得が高くなっている （図表2－5を

参照)。

就業している高齢者の72.2％が現在、仕事をしている一番大きな理

由に、 「お金が必要で」と答えており、その比率は農村I釘齢肴（79.5

％）が都市高齢者(60.3%)より、女子高齢蕃力ざ男j盆尚齢荷より高い。

また、79.9％の就業している高齢者が将来仕事を継続することを希望

しており、就業持続希望比率が都市高齢者の場合（82．5％） 力ざ磯村高

齢者の場合（73.4％）より、男子が女子より高くなっている。

●収入源

高齢者の収入源についてみると、勤労所得（37．6％） と長男。嫁か

らの援助（270％）が主なものになっている。 しかし、すべての子女

からの援助を全部合計すると、子女からの援助を主な収入源とする高

齢者の割合が44.3％に達し、 もっとも高くなっている。勤労所得を主

な収入源とする比率は農村の場合（50.2％）力欝都TIjの場合(28．0%)

より高く、子女からの援助を主な収入源とする場合は、農村（36．2

％）力堵肺(50.5%) より低くなっている。高齢者の主な収入源によ

り、経済的「自立型」と経済的「依存型」に分類すると、 484％の高

齢者が自立型であり、 51.6％が依存型となっている。農村の高齢者

（56.8％）が都市高齢者（64.2％） より、年齢力苛低いほど、有配偶高

齢者（66.5％）が無配偶高齢者（24.9％） より、教育程度が高いほど、

経済的「自立型」の比率が高い（図表2－6を参照)。
●家計状況

高齢者一人当たり月平均収入額は20.9万ウォンであり、月平均収入

額が10万ウォン未満の比率力欝高齢者全体の26．8％で、 20万ウォン未満

の比率が44.5％に達している。高齢者の月平均収入額は、都市の場合

（24.3万ウォン）が農村の場合（16.4万ウォン） より、経済的自立型

が依存型よりずっと高い。そして、年齢が低いほど、有配偶高齢者ｶ罫

無配偶高齢者より、教育程度力ざ高いほど月の平均収入額が高くなって
いる。

高齢者の収入の用途をみると、 自分および配偶者の碓涌費に使用し

ているのが42.6％であり、その次が自分の小遣い（22．8％)、同居家

族の生活費（21.1％）の順となっている。

図表2－6．地域・年齢別主な収入源（60歳以上） (％）

齢年地 域

全体
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また、 日常生活にもっとも必要な6つの支出項目別に、高齢者本

人・配偶者力ざ全額負担する比率をみると、住宅費用、食生活費、衣類

・生活必需品費用、保健。医療費の場合には高齢者自身・配偶者力ざ全

額を負担する場合ｶぎ半分を若干超えている。一方、 549％の高齢者カゴ

自分の現在の経済状況を「非常に、 または若干悪い」と感じている。

また、 10年前に比べて現在の経済状況に対する評価をみると、452％

の高齢者（都市では44.8％、農村では45.7％）力§現在の経済状況を過

去より 「非常に、 または若干悪い」と感じている。さらに、同年輩の

他の高齢者に比べて、 自分の経済状況について40.2％の高齢者が「非

常に、 または若干悪い」と感じている。

(4)保健。医療実態

●有病状況

「過去15日間」疾病または事故により、 51.7％の高齢者力笥有病状態

にあった。年齢力ぎ高いほど有病率力§高く、 また女子力ざ男子より、農村
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の場合が都市の場合より有病率が高い。また、 「過去1511間」の平均

有病日数は6.81日 （男子5.67日、女子760[1)で、 、Iz均涌動制限日数

は、1.96日 （男子1.39日、女子2．33日） となっている。 「過去15日間」

の有病高齢者の中で、病院、薬局、家庭常備薬等で何らかの治療を受

けた高齢者の比率は87.2％であるが、女子商齢粁(88.1%) 力ざ男子高

齢者（85.4％）より治療率が高い。過去一年間に10，7％の高齢者が入

院経験を持っており、その平均入院回数は1171111で、 、Iz均入院日数は

31.0日となっている。

高齢者全体の中で、 85.9％が「三か月以上」持続した慢性疾患を持

っており、女子高齢者（91.7％）が男子高齢者(77.1%) Jz I)、農村

高齢者（89.2％）が都市高齢者（83.4％） より右病率力ざ高い。また、

二種類以上の慢性疾患のある比率は高齢者全体の56．8％であり、年齢

力塙いほど複合的慢性疾患構造を見せている。

疾病別には関節痛（56.6％)、慢性腰痛（31．2％）、 ii'j化器系慢性疾

患（19.8％)、高血圧（19.3％)、呼I吸器系‘|隻性疾患（10．9％)、白内

障（7.9％)、糖尿病（6.9％)、脳卒中（5．3％）の順で有病率力ざ高い

（図表2－7を参照)。

また、慢性疾患により、 日常生活に支障をきたしている高齢者は高

齢者全体の72.2％であり、男女別では女子高齢者(80.6%)が男子高

齢者（59.4％） より、地域別では農村高齢者（77.1％）力ざ都市高齢者

(68.5%) Jg l)、 日常生活に支障をきたしている比率が高い。疾病別

日常生活支障比率は痴呆（95.7％)、脳卒中（94.0％） 、慢性腰痛

(90.1％)、関節痛（87.9％）の順となっている。

●「I常生活動作能力と手段的日常生活動作能力

f1階生活動作能力の6項目 (ADL:食事、着替え、化粧室利用、

起居、入浴、外出）の中で、いずれの1つ以上に困難を感じている高

齢渚が22.6％で、地域別では都市高齢者の24.6％、農村高齢者の29.4

％、男女別では男子高齢者の20.0%、女子高齢者の31.0%で、農村高

齢新と女子高齢者力ざ日常生活遂行能力に困難を感じている比率が相対

的に高い。

また、 4項目の手段的日常生活動作能力(IADL:軽い家事、 日常

品購入、電話、バス・電車乗り）において、困難を感じている高齢者

の比率は38.5％で、地域別では都市高齢者の32.1％、農村高齢者の

46.9％、男女別では男子高齢者の23.7％、女子高齢者の48.2％となっ

ている。また、 4つの動作遂行が全部困難な高齢者は11.3％に達して

いる。

●主観的健康評価

高齢者の主観的健康評価についてみると、43"7％の高齢者は自身の

現在の健康状態が悪い方であると認識している。男女別では女子高齢

者（512％） カゴ男子高齢者（32.4％） より、地域別では農村高齢者

(49.1％）が都市高齢者（39.7％） より、年齢が高いほど、健康でな

いと認識している比率力雷高い（図表2－8を参照)。

図表2－7．慢性疾病の年間有病率（60歳以上） (％）

性別 年 齢 別
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図表2－8．現在の健康状態（60歳以上） (％）
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また、一年前に比べ、現在の健康状態に対し、 77．3％のI溺齢者が悪

い方であると、37.0%の高齢者が同年華の他の高齢肴に比べ、 自身の

健康状態が悪い方であると答えている。

図表2－10．住宅所有形態（60歳以上） (％）

配偶関係

有配偶 無配偶

地域別

全体

都市 農村

(5)居住状況

●住宅所有形態

高齢者全体の75.6％（都市61.1％、農村948％）が---ノi建てで生活

しており、世帯単位では高齢者世帯の75.3%(#KIIj61 _5%、農村94.9

％）が一戸建てで生活している（図表2－9を参照)。
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図表2－9．地域別住宅形態（60歳以上） (％）
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●住宅の設備

高齢者の生活している住宅の設備状態を世帯単位でみると、在来式

化粧室のある住宅ｶ罫47.5％（都市は27.5％、農村は76.0％）であり、

独立した化粧室のない住宅力ざ1.3％を占めている。在来式台所の住宅

力ざ32.0％（都市は22.5％、農村は45.5％）であり、風呂のない住宅の

割合が46.1％（都市は35.0％、農村は61.9％）で、上水道のない住宅

が36.0%(都市は8.8%、農村は74.8%)である。地域別で高齢者住

宅の施設状況に大きな拡差力罫ある。

●居住環境

高齢者の日常生活に必要な6つの施設（市場、病院、保健所、薬局、

敬老堂、老人大学）を中心に生活便利度をみた結果、 「利用に不便を

感じる」高齢者の割合は市場通い力奮52.5％、病院利用力童56.9％、保健

所利用が54.1％、薬局利用が34.9％となっている。この4つの施設利

用に「不便を感じる」割合は、農村の高齢者（病院73.1％、市場66.5

％、保健所57.1％、薬局63.0％）の場合が都市の高齢者（病院44.5％、

市場40.6％、保健所47.5％、薬局147％） より高くなっいる。

多数の高齢者のもっとも選好する居住形態は一戸建て（75.8％） と

なっており、高齢者福祉施設を選好する割合は7.5％である。一戸建

て選好度は、農村高齢者（88.5％）力ざ都市高齢者（66.3％） より高く、

高齢者福祉施設選好度は都市高齢者(10.1%)が農村高齢者(4.0%)

合 計 1000 I()0.0100.0

住宅の所有形態をみると、本人・配偶者力ざ所有している住宅に居住

している高齢者の割合は53.5％であり、子女の所有となっている住宅

に生活している高齢者の割合は27.4％であり、各種賃貸住宅で暮らし

ている高齢者の割合は152％となっている。地域、配偶関係、教育程

度別にみた場合、本人。配偶者所有の住宅で生活している高齢者の場

合は農村高齢者（66.8％）が都市高齢者（43．4％） より、有配偶高齢

者（74.0％）が無配偶高齢者（268％） より高く、 また教育程度が高

いほど持ち家所有率が高くなっている （図表2－10を参照)。
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より高い。 図表2－11．高齢者福祉プログラム利用率（60歳以上） (％）

地域別 性 別

(6)福祉、余暇活動

●福祉プログラムの認知度

現在、実施されている高齢者福祉プログラムおよび施策に対する高

齢者の認知度を調べた結果では、バス乗車券制度（99．1％)、敬老堂

(97.2％)、老人大学・老人教室（82.6％）の順となっている。その次

は、無料高齢者福祉施設（67.5％)、生活保護制度（57．8％)、鉄道料

金割引（56.9％)、医療保護（515％)、公園無料入場（49．5％)、有

料高齢者福祉施設（48.2％)、無料健康診断制度（43．7％）の順とな

っている。

一方、高齢者の認知度が最も低いプログラムは、短期保謹施設（シ

ョート・ステイ）、昼間保護施設（デイ・サービス）、老人能力銀行（シ

ルバー人材センター)、相続税控除、住宅相続控除等となっている。

都市高齢者が農村高齢者より、男子高齢者力ざ女-f･ !蔚齢打より、商齢者

福祉プログラムに対する認識度ｶざおおむね高い。
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●余暇活動

また、余暇活動への高齢者の参加頻度をみると、高齢者一人当たり

の余暇活動の数は平均3.5種類であるが、男子高齢者（3.9種類）が、

女子高齢者（3.2種類）より、都市高齢者（3.9種類）が農村高齢者

(2.9種類） より多くの余暇活動に参加している。高齢者力ざもっとも頻

繁に行っている余暇活動はTV視聴およびラジオ聴取で、TV視聴

およびラジオ聴取力笥唯一の余暇活動であると答えた高齢者が応答者全

体の135％に達している。次に高齢者が多く参加している余暇活動は

友人、親戚の集まり、聖書講読、お祈り等の宗教生活、新聞、読書で

ある。時間と費用を投入して行う趣味生活であるスポーツ競技観戦、

▲農村地域の保健所で、看護師〈日本の保健婦)が健康診断をしている。

．

●福祉プログラムの利用状況

高齢者福祉プログラムの利用状況をみると、バス乗車券制度(84.0

％）が一番高く、その次が敬老党（32.3％)、鉄道料金割引（304％)、

公園無料入場（27.3％)、無料健康診断制度（153％） となっている。

その他のプログラムに対しては、 10%未満の高齢者力菩過去に利用した

ことがあるかまたは利用している。おおむね、農村高齢街の利用比率

が都市高齢者より高く、男子高齢者の利用比率力ざ女子高齢肴より高く

なっている（図表2－11を参照)。
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年金加入の4つの項目についてどの程度準備をしているかについてた

ずねた結果、住宅所有が44.8％で、貯蓄力罫16.2％で、健康維持・増進

力ざ206％で、保険・年金加入力ざ7.6％の順となっている。また、この

4つを全部用意している高齢者の割合は2.0%であI)、その中の3つ

を準備している高齢者は5.6％であI)、 2つを準備している高齢者は

34.3％であI)、 1つも準備していない高齢者が45.7%に達している。

配偶i對係別では無配偶高齢者の643％力罫1つも準備していない。

老後生活には「自ら備えるべき」であると思っている高齢者が50.8

％であり、国家または社会保障制度に期待している高齢者の割合は

197％であI)、家族・子女ｶぎ責任を持つべきであるとの答えが22.0%

となっている。本人の貯蓄・年金・社会保障制度等に老後生活費を期

待している傾向は、女子高齢者より男子高齢者に、相対的に年齢の低

い商齢者ｶざ年齢の高い高齢者より、教育程度力ざ高いほど、農村高齢者

より都市高齢者力ざ強い結果となっている（図表2－13を参照)。

書道・音楽活動等の余暇活動参加比率は低く、切手・什簸品収集はも

っとも低い参加率を見せている （図表2－12を参‘照)。

図表2－12．月一回以上行なう余暇活動への参加比率（60歳以上） (％）

’性 別 年 齢 別

全体 60～64 65～69 70～74 75歳以上男子 女子
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編み物・手芸・針縫い
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瞥道・楽器・絵書き
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図表2－13．高齢者の生活費負担者(60歳以上） (％）
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(7)意識と態度

●老人であると感じる時期

老人であると感じる契機としては、気力力罫衰退してから（582％)、

定年退職等の社会的変化（13.4％)、子女の別居等家庭的変化（'’.8

％）の順となっている。老人になったと感じる時期を年齢で質問した

結果、 60～64歳が37.7%、 70～74歳が22.3%、 65～69歳力苛19.8%であ

り、 60～64歳で高齢者になったと感じる割合がもっとも高い。全体的

には平均64.0歳で老後生活力薮開始する時期と見ているが、教育程度が
高いほど高齢者になる時期を遅く認識している。

高齢者たちが通性だと思っている定年の時期は、 65～69歳力ざ279％
で、 60～64歳が27.3%で、 70歳以上が14.9%で、一定年齢力ざないと答

えた割合が24.8％となっている。高齢者たちの認識としている適正定
年年齢は平均64.0歳であり、社会の一般的退職年齢より高い。
●老年期への準備

老後対策の一環として、住居所有、貯蓄、健康維持。増進、保険。

合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0' 100．0100.0

●敬老精神と扶養意識

多くの高齢者たちが、 「若い世代の高齢者に対する尊敬度が過去に

比べ低下している」と認識しており、その割合は73.6％になっている。

また、 16.0%の高齢者が家族から「それほどの待遇を受けていない」

と答えている。そして、 842％の高齢者ｶぎ家族から尊敬を受けるため

には自身が財産を保有すべきであると答えている。

「子女の老父母扶養義務」ついては、 55.5％の高齢者が子女は多少

｢無理してでも扶養すべきである」と答えており、子女が親を「扶養
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する必要がない」との意見を持っている商齢者は16．6％で、子女に

｢余力があれば扶養すべきである」との意兇力ざ219％である （図表2－

14を参照)。

分である」は26.3％で、 「適当である」が33.3％であるが、一方、受

けられる扶養カゴ「不足している」または「非常に不足している」と感

じる割合も32．6％に達している（図表2－16を参照)。

図表2－15．経済的主扶養者(60歳以上） (％）
図表2-14．子女の扶養義務に対する態度(60歳以上） (％）

年 齢 別地域別
性 別 fi 齢 別

全体

農 60～64 65～69 70～74 75以上
全体

部市 村
男子女子；子女子 60～64 65～69 70～74

56．7 54．8 52．3 55．5 595

21．6 22．1 22．3 225 207

18．6 15．3 206 169 136

3．1 7．8 4．8 5．1 6．1

75～

髭男・嫁

その他の息･-jE- ･嫁

娘・婿

未嬬r･女

子女共同

その他

７
３
５
３
８
２

●
。
●
■
母
。

４
４
２
２
０
６

６
１
１

１
４
６
０
７
９

■
■
印
中
中
■

９
６
１
６
０
６

５
１
１

２
６
５
７
８
０

●
白
。
●
●
。

１
６
９
１
０
１

６
１
１

３
４
６
８
９

４
５
８
５
－
５

６
１

６
６
５
４
８
９

●
。
●
。
●
●

８
８
３
４
０
４

５
１
１

３
９
６
５
４
７

●
の
。
Ｇ
●
●

１
１
５
６
１
４

６
１
１

61．3

15．6

11.9

4．6

0.8

5．8

無理してでも扶養

余力があれば扶養

扶養する必要なし

分からない

55．5

219

16．6

6．0

57．5

21.5

11．5

9．5

100.0 100．0 100.0 100.0合 計 100.0 100.0 100.0

へ
両 計 100.0 10().0 100.0 100.0 100.0 100.010()、0

全体的には、男子高齢者の再婚に対して賛成する割合は38．8％であ

り、女子高齢者のその割合は26.6％で、男子高齢肴の-再婚に対する賛

成比率力:女子高齢者より高い。

図表2－16．経済的主扶養者の扶養に対する評価(60歳以上） (％）

し
年 齢 別地域別

全体

都市農村 60～64 65～69 70～74 75～
(8)扶養実態

●老親の扶養

高齢者自身または配偶者の生活上必要な経費支出を、他の人力ざ一部

または全部負担している高齢者は高齢者全体の56．4％である。高齢者

に経済的扶養を提供する人は平均1.6名となっている。そして、高齢

者に「過去一年間」経済的援助をもっとも多く与えた「経済的主扶養

者」は長男・嫁（61.3％)、その他の息子・嫁（156％）、娘・婿

(11.9%)、未婚子女(4.6%)、子女共同(0.8%)の順で、 子女が

94.2％となっている（図表2－15を参照)。

「過去一年間」高齢者が経済的援助が必要になった場合、 ，語齢者の

経済的主扶養者が援助を与えている状況をみると、 480％の高齢者が

常に援助を与えられており、 32.0%の高齢者力ざだいたい援助をもらっ

ている。高齢者が必要な場合に常に援助をもらっている祁度を韮扶養

者別にみると、未婚子女（53.6％）がもっとも高く、次カゴその他の息

子・嫁（51.6％）の順となっている。また、経済的iﾐ扶養肴の扶養力欝

｢非常に充分である」と感じている高齢者の割合は7．7％であり、 『充
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●「1常生活の介助

l 1常生活遂行にすこしでも介助が必要な高齢者548名の中で、介助

を提供してもらっている高齢者の割合は53.3％で、平均介助提供者数

は1．5名である。介助を主として担当している主介助者の88.2％が家

族であり、家族の中でも配偶者が295％で一番高く、その次が長男・

嫁、その他の息子。嫁、娘。婿の順となっている。一方、手段的日常

生活介助の必要な787名の中で、介助を提供してもらっている人力ざ

74.5％で、一人当たり平均介助提供者数は1.5名である。
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●相談する相手

心配事や問題点がある場合、相談糊手のあるI荊齢行は全体の応答者

の76.5％である。その相談相手の内訳は配偶荷が487％、良男・嫁力ざ

19.9％、娘・婿が11.4％、友人．隣近所が9. 1％の順となっている。

しかし、男子高齢者の場合は配偶者力ざ750％でもっとも商いのに対し、

女子高齢者の場合は配偶者力ざ29.8％、長ｿj ･嫁力罫25.7%、娘・婿が

17.7％、友人．隣近所力苛11．4％といった具合に分散している。

1

1
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図表2－17．経済状態に対する満足度(60歳以上） (％）
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第2章図表2－18．配偶者に対する満足度(60歳以上） (％）
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(9)生活満足度

居住状態に対しては、 70.7％の高齢者力ざ満足しており、周辺環境．

人々に対しては88.1％ｶぎ満足している結果となっている。 しかし、経

済状態に対する満足度をみると、 「非常に満足」と「そこそこ満足」

を合わせて満足している割合ｶぎ42.0％にとどまっている。職業に対し

ては就業高齢者の60.6%が満足している。配偶者に対して満足してい

る割合は86.1％であり、子女に対しては86．3％が、友人に対しては

87.2％が満足している（図表2－17および図表2－18を参照)。

（崔仁絃）

(I陶康淳）

(7:'- 豪）
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1．歴史的経過と国家政策の背景

本研究報告の目的は、韓国の高齢者政策の進行状況、さらに未来へ

の計l呵に対して、総合的に紹介することにある。

しかし、韓国の社会福祉制度を正確に理解するには、以下に述べる

雁史的経過と国家政策を認識していなければならないと考える。

●戦争下では社会福祉は難しい

il"IIJは、昔から地政学的条件により、強国相互の戦争の場所となり、

また日本の大陸進出の拠点となった歴史を持つ。第二次世界大戦が終

わっても、他国の意思により国土は分断された。そして、 1950年から

の3年間の内戦によI)国土は完全に荒廃し、世界最貧国に落ち込んだ。

更にまた、今口に至るも、約百万という莫大な軍隊を前線に配置、維

持するための国家予算は最高のときは、GNPの7.5%にまで達して

いた。現在もGNP3.5%の支出によって国家の安全保障を守らなけ

ればならない状況にある。

●|玉l家政策は、経済発展最優先である

1961年、韓国人1人当たりのGNPは103ドルであった。政治腐敗

の根絶と国家発展を目指して、出帆した第1期の朴軍事政権は、ひた

すら経済発展政策だけを目標にして農業国から工業立国に転換した。

その結果、 1人当たりのGNPは1980年までに1,592ドルに引き上げ

られた。

一

＝

●福祉はもっと豊かになった後だという主張

多くの経済学者達は、アメリカで研究した人々で、朴政権から招か

れて、経済発展中長期計画または5か年計画を作って、韓国の発展に

貢献した。 しかし、その人達の主張は、福祉はもっと豊かになった後

ですべきであるとするものであった。福祉に予算を入れるのは衰国の

道であり、 どんどん不平不満を生み出す結果であると主張し、本格的

な福祉への政策に取り組まなかった。

④「社会福祉」と呼ばれる言葉は、 1980年から使われた

朴大統領の次に登場した全斗煥、慮泰患大統領は、福祉国家建設を
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「〔]冶Ⅸ」の3種類がある。大都市地域では特別区あるいは直轄市

（人11100万人以上）が上級自治体として設置され、その下に自治区が

存在する。それ以外の地域では、道を上級自治体として、その下に市

スローガンにして登場した。そこで初めて韓IEIに綿祉が芽ﾉliえ始めた。

しかし、軍人政権への反発、民主化運動による政論イミ宏に対-応しなが

ら、同時に経済発展にも力を入れざるを得なかった。

図表1 日韓基礎統計の比較●高齢者問題（介謹含む）は家族の問題だ

根深い儒教の文化により、老後は子供達に頼ること力ざ､!1たり前とす

る社会的価値観によって、農業から_[業化、郁巾化への移行による大

家族制度の崩壊、若者の親孝行精神の変化にもかかわらず、 ‘桝交と社

会教育を通じて、 もっと敬老親孝行を強化することを政府は願ってい

る。また平均寿命もそんなに長くない現状にある。 (1995年現在、 日

本より平均寿命は7歳短く、高齢化率は5．7％で196()ｲ『の11本と同率）

また、 日本の全国老人クラブ連合会に当たる大韓哲人会は、保健福祉

部（日本の厚生省に当たる）の補助金で、運営しているため、いつも

老人問題を消極的にしか主張できていない。また、老人力ざ.i''fしいとい

うのは世間体が悪いと考えられている。

本 韓 国

1995年

日

1960年1995年

125,034 (94年）人 1 I (千人）

65歳以一1の比率（％）

人 1 1 増加率 (%)

'‘均乳'締(年)|男男

93．419 44．851

14.6 （95年） 5．7 5．7

0.22 (93年） 0．930．84

654 69．576．59

女 82．98 70.3 76．6

0．71
唯活扶助者率（％） 3．9

(老人の12.9％）
1．76

｝ 年金受給者 （％）

1人:11たりのGNP(米ドル）

ほぼ100 44 1
●QO.L向上の宣言

通算33年の軍事政権力:終わりを告げて、 1993年には、腿ﾉIﾐ政権ｶぎ登

場した。金泳三政権は過去への清算と改革をスローガンにして政治を

始めた。しかし経済発展を望む国民の熱望と政論混乱の淵''1でI玉I民生

活は改善されなかった。金泳三大統領は、 1995年3月から、Q.O.L

(クオリテイ。オブ・ライフ）を高めるという新政策を宣言して、強力
に推進し、今後の変化が注目されている。

341
／ 7,461 （93年）

10,000(目標）
34,165（93年）

163(93年） ’ 5］GNP対社会保障給付費(%) 1．9

注：韓l到の会計年度は暦年、すなわち1月1日～12月31日である。

(人L1 5万人以上100万人未満）や郡が基礎自治体として設置されてい

る。

現在、特別市力叡1団体（ソウル)、直轄市は5団体、および道が9

付|体となっており、広域自治体が計15団体ある。その他に、下部行政

単位として、 自治区ではない区、邑、面、洞がある。さらに、行政機

能はないが、自然集落単位に伝統的な住民組織､里､洞、部落などがあ

る。これは、地域の問題に関して相互に協議する組織で、当該地方自

治体の条例によって運営されている。

韓l封の人口も日本同様、大都市圏に集中している。総人口4,300万

人のうち244％がソウル特別市に集中し、その周辺地域である京畿道

を合わせると38.6％力貸この首都圏に集まっている。その他、釜山市と

その周辺の慶尚南道に17.2％力ざ集中しており、 2大都市圏を形成して

いる （図表3）。

●日韓基礎統計の比較

ここで、 日本と韓国の基本的な状況を比べるために、壌礎的な統計
データをまとめてみた（図表1 ）。

●韓国の地方行政制度

韓国の保健。医療。福祉の供給体制を理解するためには、韓国の地

方行政制度を理解することが必要となる。ここではその慨III各を紹介す
る。韓国の地方自治体は、大まかにいえば、 「広域向洲寸1体」ならび

に「基礎自治団体」の2つに分けられる。図表2にあるように、広域

自治団体としては、 「特別市（ソウル)」と「直礁' ij」および「道」の
3種類がある。また、 「基礎自治体」としては、 「市｣、 「都」ならびに
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！
図表3韓国人口分布(1990年現在）

図表2韓国行政体系図

(単位1.000人）

行政中枢
・郡（市）庁
・警察署
・消防署
・郡(市)議会

行政機関末端
・護 会 総 数 ％
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’
(2)社会福祉事業基金

1） 設置の経緯

韓国では貧しい人々への助成金の資金確保のために、 1975年から官

一禮導で共同募金を行っている。集った募金は社会福祉サービスに使わ

れる財源として、社会福祉金管理規定（保健福祉部令226号）により

管理されていた。その後、 1980年12月31日、法律第3336号で、中央募

金額は保健福祉部で、地方募金額は各市道で管理するようになった。

1994年までに中央で募金した額は974億ウォン（1ウォン＝約0.13円）

であり （利息含む)、使用後367億ウォンが残っている。

2．社会福祉サービスの現況

(I)社会福祉施設のマンパワー

1）社会福祉収容施設の従事者数

1994年末現在の全国の社会福祉収容施設の従‘腱橘･数は、図表4のよ

うな状況となっている。

図表4社会福祉施設従事者数 ( ili位：人）

函
謝
癖
繊
悟
蝿
榊
岬
廓
認
》
鋤

児童老人陣欝茜婦女 浮浪渦

637

計 *IIi神ｿI)j慢性疾患

2） 基金の募金活動

毎年12月1日～1月31日まで“隣り愛”の国民運動を展開し、各銀

行には“愛の窓口”が設置され、街頭ではボランティアによる募金、

また学校、各事業体別に募金活動を行っている。募金に応じた人々に

は、 日本の赤い羽根と同じく “愛の実”をあげ、胸につける習慣とな

っている。
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3） 基金の使途

●社会福祉事業

全国的な生活扶助、児童福祉、老人福祉等国家予算で不足してい

る分野に対して、保健福祉部で分配する。

●予算不足の施設の拡充

●その他必要だと認める事業に支援（ボランティア支援等）

●地方分は地方自治体首長の要請により地方委員会で使途決定2）社会福祉人材教育

大学で社会福祉を専攻して卒業する人達に、保健福祉部（厚生

省）では毎年、 1級（24週間） 120名、 2級（12週間） 100嵩を対象と

して、生活指導員、保育士等の養成教育をしてお')、研修後は各福祉

施設に採用を薦め、施設サービスの質の向上に努めている （図表5）。

１
１

(3)試験的な保健福祉事務所の運営

1） 背景

韓国は保健所を全国に郡、市、区単位に269か所、面単位に支所を

1,305か所、部落単位に保健診療所（保健婦1～2人配置）を2,045か

所設置し、公衆衛生、一部の治療を行っている（図表2参照)。しか

し、 日本のように福祉事務所がないので現在、全国の面、洞単位に配

置されている社会福祉士（健康相談員) 3,000人と母子福祉の相談員

600人を核として、福祉業務が遂行できるように保健所に合併して保

健福祉事務所を作ろうと計画しており、試験的に全国5か所で運営さ

れている。

図表5 社会福祉施設別従事者の社会福祉士資格保有現況（94年末現在）

（単位：人）

施設”｜
｜

計’

計 |児童老人障害者婦女浮浪荷精神病慢性疾患

1,523 660 196 296 1()4 144 1 17 18

’
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2） 事業費支援現況

これらの在宅福祉センターの運営費は国庫からの補助と地方費（地

方自治体財源）からの補助で行われている。また、補助の比率はソウ

ル市力富50％、それ以外の地域では70%となっている（図表8)。

2） 試験的な保健福祉事務所の計画

まず事業の目的は、生活扶助薪、老人、 ｜雄'[l荷嘩に対する保健医療

及び福祉サービスを一つの窓口で実施することにある。

試験実施期間は、 1995年6月から2年間、 5か所で'庭施する。成果

を見て、 1998年から全国に拡大する計l薊である。

図表8 事業費支援現況

(億ウォン）
(4)社会福祉館の設置

韓国では公的な社会福祉施設の整備が遅れている。例えば、高齢者

向けの施設としては敬老堂（老人亭） と、わずか2()か所の小型老人福

祉館があるだけである。敬老堂は、 日本の老人憩いの家に当たるもの

であるが、多くは公的なものではなくかなり貧弱である。そこで、 日

本の老人福祉会館のような大きな建物を建設し、姉人、児竜、老人、

障害者、ボランティア等が共同で使用できるような社会佃祉館の建設

を推進している。社会福祉館は1995年末現在、全IIJに257か所がある。

多くが、宗教法人や私立学校、個人の慈善家力罫迩街するもので、施設

も既存の教会や学校、個人住宅などが利用されている。迎営主体力罫公

立であるものが少く、施設、予算、人材などいろいろな面で問題が多

い（図表6）。

計 ’ 国庫 地方費 補助比率

ソウル市50％地方70% ｌ
ｉ

63 43 20

3） ボランティア活動

在宅福祉センターにおいてボランティアは重要な人的資源である。

そこで、ボランティア活動に関する最小限の教育を施してマンパワー

を補強していこうと養成講座を開催している。今後はもっとボランテ

ィアの活動に参加するように啓蒙し、養成し、地域に配置する予定で

ある（図表9， 10)。

なお、 1994年度には186,003件の在宅活動力ざ実施された。

、

図表6運営主体別社会福祉館数 (94年ﾉk現在）

図表9 1994年地域福祉センターボランティア養成実績 (94年末現在）

計社会福祉法人非営利法人学校法人地"､流体｜ 術考
257 195 44 6 9 連溝我の一部を

（宗教法人等）岬4－1 1W､聾__I I｣:lk版より支援

195

(宗教法人等）

44

個人

慈善家等

96

私立

学校等I ) I ）

教育を受けた人員教育阿数 配置率ボランティア

活動の配置人員

3843人 2.351人 612％82回

(5)在宅福祉センター

1） 運営主体と設置数

政府は、 1992年から障害者、老人、児童、婦女等の家事支援、介謹

のために、在宅福祉センターを設置運営している。ここは禧な福祉サ

ービスをボランティアによって提供する拠点になっている （図表7）。

図表10 1994年ボランティア配置内訳

(単位：人）

計 ｜老金菫縦児洲:購柵浮淡”精神病乳児及”施設 施設 施設 療養施設福祉館等

618 43 56 1．0272，351 331 276
図表7 在宅福祉センター数

’(94年末現在）

社会福祉競技会

市道支部市
館社会福祉館 障害者福祉館老人福祉

24 20

一一 一ら一

257 15

36 37
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の厳I1は選定手続きによる結果である。

1人､11たり)j平均支援額は年々上昇しており、在宅保謹対象者への

支援は1987年腱の27､300ウォン (1ウォン＝約0.13円）から78,000ウ

ォンゞ、、 また施設保謹対象者は40,300ウォンから72,000ウォンへと引

きIげられている。 1995年度は国民最低生計蕊の70%水準であるが、

1998年までには100%に引き上げる計画である（図表12)。

(6)低所得層の生活保護

1） 生活保謹対象者の区分と選定

生活保護には、勤労能力のない人達の堆活識を支援してilk低′|ﾐ活を

保障するものと、勤労能力がある人達を自立するように支援し、 自ら

生活力を持つようにするもの力ざある。その対象区分はﾉくき<分けて3

つあり、在宅保誰対象者、施設保謹対象者、 rl活侃謹対象荷である。

その要件と保謹内容は図表11のとおりである。

生活保護対象者の選定のための調査および決定は、 ノl言椚保磯者策定

基準により、専門要員によって行われる。また、近年、対･象者選定を

毎年見直すこととなり、生活保謹力ざ公正で効率よく行われるように留

意されるようになった。

図表12生計費支援水準の推移（1人当りの月平均支援額）

(単位：ウォン）

|ﾒ: '> 1987年度 1989年度 1991年度 1993年度 1995年度

在′七保,漣尚

施’没保i泄騎

27．300

40．300

35.643

46.000

43,000

52.000

56,000

57.000

78,000

72.000

ii: : |笈療強、教育灘を含む。

図表11生活保護対象者区分および保護内容

3） 向.立支援策の充実へ

●教育保謹

！',学校までは義務教育であるが、保護対象者には学費以外に必要な

制服澱や教材費などを別途支給する。また、実業系高等学校に進学す

るものには学費を全額支援する。この実業系高等学校を卒業すると全

員が就職を保証されている。

●職業訓練

労働部（日本の労働省に当たる）主管で、毎年2万人を訓練してい

る。この訓練修了者の就業率は50％内外である。

●生業登金融資（95年度計画）

脚立をIj指して1世帯当たり900万ウォン、約6,000世帯へ、総額

360億ウォンを低利で融資している。

4） 社会福祉専門要員の育成

1987年から低所得層に対する公的扶助事業の効率化、正確な保謹対

象者の選抜、適切なサービスの提供を目的として、大学の社会福祉系

卒業稽のII!で試験に合格した者を、さらに保健福祉部で補修教育をし、

全国に配置している。

彼らは現在、全国で3,000人おり、末端行政機関で地方別定職7級、

8級の公務員の資格で老人福祉相談員などとして働いている。

区分 要 i'’ 保謹内容一

在宅保謹

対象者

生活保設対象者で

・65才以上の老衰者

・18才未満の児童

・妊産婦

・廃疾又は心身障害

勤労能力がない者

ﾉ|皇I汁保謹

rl活〃

敬育〃

解産〃

葬祭〃

I髪療〃

の世帯又はこれに50歳以

上の婦女~jz･だけで構成し

ている世帯

により

施設保謹

対象者

自活保談

対象者

生活保誰対象者の中で住居がないとか又は在宅の保謹

を受けることが出来なくて保謹施設に収容された者

同l

生活保謹対象者世帯であるカゴ在宅および施設保謹対象

者世帯でない世帯員（勤労能力を持つ権柄保護対象IIt

帯）

I髪療保護

白満〃

教育〃

2）生活保護対象者の推移および支援水準

生活保護対象者は、 1990年度には全国民の5．3％を占めていた力§、

94年度は4.7％、 95年度は39％と年々減少している。 95年度の実数は

175万5000人であった。これは、国民全体の砿活レベルのl ･#.と、先
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3．高齢者福祉のあゆみと現状

(I) 老人福祉法

1） 制定と改正

ど人縞祉法は、 1981年6月5日、法律第3453号で制定された。改正

は、 1989年12月30日、法律第4178号で全文改正、また1993年12月27日、

法律第4633号として一部が改正された。この施行令は、 1982年2月17

日、大統領令第10731号により制定された力ざ、上記老人福祉法の改正

に従って、 1991年2月21日、大統領令第13313号、さらに1994年7月

20H、大統領令第14313号により、再改正された。同じく施行規則は、

保健社会部（厚生省）令として、数回の改正を行い今日に至っている。▲社会福祉要員の補修教育の研修会にて

2） 老人福祉法の骨格と主要内容

骨格は、 1963年6月に制定された日本の老人福祉法とよく似ている。

第1章：総則は、 目的、基本的理念、老人福祉の増進の責任、老人

の日の制定である。 しかし、 日本との相違点は、 日本は、 9月15日を

敬老の日と定めたが、韓国は、 5月に敬老週間を制定し、敬老親孝思

想の昂揚を強調している点である。また日本の福祉事務所の代わりに

老人相談員を各福祉課に置くとする単純なものである。その他、保健

所での老人施設に対する栄養と衛生の指導、民生委員の協力等がない。

第2章：福祉の措置は、 日本は65歳以上の者に毎年厚生大臣が定め

た方法により健康診査を実施し、適切な措置をする。これに対して韓

国は、必要時に健康診査と保健教育をすると定め、健康診査とその後

の措置に対する義務が欠けている。その他の老人施設への収容、家庭

奉仕員による支援内容は同じである。

第3章：老人福祉施設は、施設の種類、定義、許可または取消条件

基準と業務の明記は日本と同じであるｶざ、韓国は老人福祉センターの

規定が欠けている。

第4章：費用の負担は、 日本はおおむね国で1／2を負担する等が

明記されている。その他は行政事項である。これに対して、韓国は負

担は大統領令で定めるとしている。また社会福祉基金法により民間募

金で諸負担の一部を担当することを強調している。

第5章：雑則は、 日本の有料ホームに対する環境、その他行政的な

規定と、おおむね同じである。
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3） 日韓福祉法の相違点

形態的には、全く同じである。しかし日本は5厳36条に対して、韓

国は5章28条になっている。また内容的には、 11本は老人の福祉をで

きるだけ国または公的に支援しようとする基本理念である力ざ、韓国は

形式的でできるだけ国庫を入れないように法律が作られている。大統

領の意志は経済企画院（大蔵省）のエリートと呼ばれている官僚達に

よりコントロールされて、当時の保健社会長官が法案の合意を国務委

員会で受けるとき、 また国会での法案提出説明時にも、 “予算の増加

は必要ない”と、言及したと伝えられている。 i1本は、 1963年の制定

時の1人当たりGNPは739ドルであったが、韓国は制定時の1981年

の1人当たりGNPは1,740ドルであったにも関わらず、韓国の法案

が貧弱であったの力爵本当に残念なことと思われる。

老人に体力のある限り、働ける職場の提供。

●老人住宅建設

l lilまたは地方向治体では、老人の住居に適切な住宅建設を促進する。

●と人細祉会館

琶人に雛料、 または低廉な料金で、相談（健康含む)、教養、娯楽、

その他-琶人隔祉増進に貢献できる施設の建設。

●イj料と人入所施設の奨励

1 11または地方自治体では、有料養老施設、有料老人療養施設及び福

祉施I没の役i託を希望する者に対して、規定を明確に定め、認可し支援

をイj･う。

●在'七琶人隔祉事業の強化

I玉lまたは地方自治体では、家庭奉仕員派遣事業、昼間保護事業（デ

イサービス)、短期保護事業（ショートステイ）に対して、直接また

は、ボランティア団体を支援するなど間接的に実施することを積極的

に推進している。

4） その後の主要な改正内容

1989年と1993年の2回にわたる改正、大統領令、数I!1Iにわたる保健

社会部令の改正後の主要骨子は以下とおりである。

●地方自治行政に対する責任

1995年から選挙によって選任された地方自治首農が行政を治めるよ

うになり、各地方自治体の責任において老人福祉増進を図るよう強化

がなされた。

●老人対策委員会の格上げ

保健福祉長官（厚生大臣）に所属していた老人対策委員会を、国務

総理の諮問機関にする。定員は25人で委員長は国務総理、副委員長は

副総理である経済企画院長官と、保健福祉長官の2人とする。また委

員は、自治、教育、文化・教育、農林水産、建設、労働、交通、政務

(女性）等の長官のほか、老人問題に学識経験力ざある学満、老人施設

運営者、老人福祉財団代表者等'4人を委嘱して、老人対策を論議する。

●老人福祉相談員の設置

老人の福祉に対する相談及び指導業務を担当する専門要員を、全国

の末端行政機関で任用することを義務づけている。社会隅祉専門職も

これにあたる。

●老齢手当の支給

国または地方自治体で、 65歳以上の者に対して、老齢手､｣1を支給す

る。その支給対象は、大統領令で定める。

●老人の就業機会の拡大

(2) 国民皆医療保険制度

1） 医療保険法

韓国で医療保険法が法制化したのは、 日本の健康保険法（1922年4

月22I1、法律第70号)、国民健康保険法(1958年12月27日、法律第192

号) jg l)は遅いカゴ、 1963年12年16日、医療保険法として制定された。

しかし実際は、 1977年から制度が段階的に始まり、 1989年7月まで12

年かかって、国民皆医療保険ｶぎ完全実施されるようになった。

●沿革

。 1963年12月16日、医療保険法制定

。1976年12月22日、医療保険法全面改正

・第4次経済開発5か年計画で医療保障制度実施

生活扶助者等に対する医療扶助事業実施（77年1月）

1977年7月、 500人以上の職場の勤労者医療保険実施

1979年1月、公務員及び教員医療保険実施

1979年7月、 300人以上の事業所まで拡大

。 1980年以後、全国民医療保険拡大実施基盤の造成

1981年2月、地域医療保険試験事業実施（6市、郡）

1987年2月、韓(漢)方医療保険全国実施
1988年7月、 5人以上事業所まで医療保険拡大
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ー

1989年7月、農村及び都市地域I突療保険'庭施

（1977年に制度導入後、 12年目に全I王l民拷I炎娠保陥達成）

図表14医療保険制度の主要内容

職場勤労荷 公務員・教職員 農・漁民、都市自営業者

一｢~1画蝋刷:里墓|･繭…％ ･誓墓華篝塞蕊灘
①公務員は政府が 毎で)。

5()％負担

'イ ’鵬 O"l ll儲ゞ鋤労儲が｜ ②救輿。獅 険
各々3()(}o興孤。 財団(私立学校)が30%負担○世帯主が納付。又は保険組

！洲 科．
政府(公立学校)が20％負担 合から訪問徴収。

達 率
○使111荷が源泉徴収し○所屈団体長が、源泉徴○政府が50%

て糸'1合に納N･。 収して組合に自動支払

い◎

II§l費負狐 無 有 保険財政の50%

保険給イ､l･○療養給・付、分娩給付、等

’○診療笹：規定上は、本人一部負担｡入院時20%自己負担

蝋"|外‘"合霞 襄鰯配”
II1 1'i(支援○地域|災旅保険に対する95年度支援総額は、被保険者1人当たi)1,800ウォン、国

家支援徹は7,553億ウォンである。

公務員・教職員

○給料･の3．8％

価し

①公務員は政府が

5()％負担

②教典は

財団(私立学校)が30％負担

政府(公立学校)が20％負担

○所屈団体長が、源泉徴

収して組合に自動支払

い⑥

有

2） 医療保険適用体系

韓国の医療保険体系は図表13のように、その給i､j･対象によって、大

きく賃金所得者と非賃金所得者の2つの枠組みに分け↓.ﾉれている。

一般に定年退職した高齢者は郡またはIIJ区部地域細合に屈する力ざ、

扶養されている高齢者に|封してはその扶養荷の所脇する組合に組み入

れられる。

図表13医療保険適用体系

| ≧・ゞ ’全国民

L

|非賃金非賃金 ’賃金所得者得者 所得者

’

農・漁ネ､

郡地域

（97

農・漁村 １
１
１
１

公務委員・教職員 住民村住民 都市都市 自営職場勤労者

’

’
公、教公団

（1）
市区別地域組合

( 130)
市区別

( 1

職業組合

（145）

組合

）

組合

）

’
’ 図表15医療保険適用の現況

｜ ゞ含会 ’連合会
(94年末現在）

（ ）内は組合数

分 適用人n(万人） 幟成比(%) "

計 4,540 100.04．540 100.0

考|メ

3） 医療保険制度の主要内容

韓国の医療保険制度の主要な点をまとめると図表'4のようになる。

保険給付の状況は、規定では診療費に関しては-一部本人負拙、入院

時は20％となっているカゴ、実際の現状は外来においては、総合病院で

(診察料十診療費）の55％力笥、病院では（診察料十診療費）の40％が、

また医院では総診療費の30%力ざ自己負担となっている。

種類

1．職場を持っている

サラリーマン。

2．公務員及び教員。

3．その他は全部地域

医療保険

※公務員でも退職後は

地域医療保険に。

高’小 4．326 95．3

職 場 1.642 36．5

公務典及び教員|災瞭 10．7478

地

1110

収遥

部

域

村

市

2，2()6

557

1．649

48

12

35

１
７
４’ ’ ｛

保険
り
■
■
、

９
８
も０

．

０

■
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ｇ

ｂ
ｆ
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4） 医療保険適用の現況

医療保険適用の状況は図表,5のようになっている。 ノiﾐ活保護対象者

には、一般の人が加入する医療保険ではなく、 l失療保謹という制度力奮

適用される。この対象者は現在、全l玉l民の4．7％にあたる。

'j、 舟’ 4．7214

対･象者：生活保謹者。

(国民の47％）

|‘:； ｛
擁
継

咲
保

1繩（頒）

2 繩（I降）

1．4

3．3
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5）財源の安定状況

●一般（職場）労働者および公務員、教員組合

初めは財源が不安定な状態であったが、今は安定している。平均保

険料率を引き下げながらも、財政的に不足している地域組合に対して、

老人および高額診療費共同負担事業に協ﾉJしている。 1995年度に地域

組合に拠出したのは、 969億ウォン、すなわちI玉l庫負扣の約13％にあ

たる（図表16)。

図表

図表18地域医療保険の国庫支援額の推移

(億ウォン）

1990

年度

1994

年度

1988

年度

1989

年度

1991

年度

1992

年度

1993

年度

1995

年度

と援纐l'i11,1i
ﾄ
ﾘ

946 2．197 3．647 5．868 5，924 6．381 6,924 7,553

6） 医療保険診療報酬価および薬価

咲擦保険診療報酬価は、医療保険審議委員会の審議後、保健福祉長

'内-と、経済企1面院長官（大蔵大臣に当たる、副総理兼任）が、毎年定

めている。

I矢療保険診療報酬価(FEE-FOR-SERVICE)の現在の対象は、

1700余項目の診療行為別に、約11,400余種類の薬価である。しかし、

咲師と製薬会社は常にこれに対して抗議しているため、政府では低率

の値｣｡､げを行っている。

例えば、 1994年度の報酬価調整要因を把握するために、国立韓国医

療管理研究院に依頼し、調査した結果では、 8.89％の引き上げ要因が

あると分析した。 しかし物価に与える影響を考慮して、実際には58

％の引き上げを認可した。この問題は特にアメリカで勉強した医師達

に大きな不満を与えている。

16
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平均保険料率の推移
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●地域組合

地域組合は、出発時点から50%を国庫で支援すると規定している。

しかし毎年支出が増加の一途にある地域組合の財政は赤字で、診療報

酬価の遅延支払等問題が多い。その解決の一方法として地域医療保険

保険料徴収の強化と国庫支援の強化力笥図られている （図表17， 18)。

7） 高齢者への特例措置

老人に対しては、何も特別な措置を講じていない。わずかに保険適

用期間カョ年間180日であったのを、 ようやく1996年から毎年1か月ず

つ延長するようになった程度である。しかしCT(コンピューター断

瞬撮影法)、MRI (核磁気共鳴映像法）等は、保険給付がない。検討

中である老人保健法の制定を望んでいるが、それにも特に老人に対す

る財政的支援は盛り込まれていない。

図表17地域医療保険保険料徴収率の推移
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(3) 国民年金制度

1） 国民年金制度の沿革

韓|封では、 1973年度に“国民福祉年金法”が制定された。しかし当

時オイルショックによる経済状態の悪化により、公務員、教員、職業

軍人だけに通用された。

その後、 1986年になり “国民年金法”に、全面改正して、 1988年に
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98．3

97．9
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初めて10人以上の事業所勤労者を適用対象として、 I I1趾年金制度力ざ実

施された。

1992年からは、 5～9人事業所まで適用が拡大された。また、 1995

年7月からは、農漁民年金制度が実施され、農漁腿と農村地区居住自

営業者まで国民年金が適用されている。

f『齢が超えていて、 6()I義まで加入しても老齢年金を受けることができ

ない人迩を吋燦として、 65歳まで延長して加入できるように救済した

人.逆で．ある （図表20)。

図表20国民年金加入状況

(単位：人1994末現在）

'1f業所加入肴 任意加入者 継続加入者I;|2） 年金の種類と給付実績

給付の種類は、老齢年金、障害年金、遺族年金等である。また年金

保険料は払ったが､その期間が足りない場合には､納入した金額に利息

を加算して一時的に返還する返還一時金制度がある（死亡時も同じ)。

年金の主流は、 20年間加入して60歳になったときに受ける完全老齢

年金である。完全老齢年金は、 1988年1月から加入した人々が2008年

から支給される。

その他、老齢年金には、減額年金（15年以上加入20年未術で60歳に

なった者)、在職者老齢年金（20年以上加入して55歳以上60歳未満の

者が無所得のときに希望により ：75～95％)、特例老齢年金（1988年

1月現在、 45歳以上で60歳未満の者力ざ5年以上加入したとき: 25～75

％）等の種類がある。

給付の実績は図表19のようになっており、年々確実に増えている。

－

13.7575 .l-1.181M 5． ;粥2729 48．332

il:公筋ii、教興、 .!If人は含まれない。

4） 保険料率

保険料率は標雅所得)j額に乗じて決定される。その率は図表21、22

のようにな‐）ており、段朧的にリ|き上げられている。

図表21 事業所加入者等の年金保険料率
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P 図表19給付支給実績

(単位：件数 1994年末現在）

遺族年金 ’計 ｜特例老齢年金’
845,613 1 22,530 122,530

障害年金 返還一時金
図表22地域加入者の年金保険料率

7，001 26，431 789．65］

'ﾒ: ，， ｜
－1

地域加入荷 ’

2000年以降1995～2000q 2000～2005fl ｜負担基準

|標準所得月繍3．()％ 6.0％ 9．0％

3）適用対象

年金加入対象者は、国内に居住している18歳以上60歳未満の国民で

ある。 しかしすでに公的年金に加入している公務員等は除外している。

年金加入者は、事業所加入者、地域加入者、任意加入者、継続加入

者に区別されている。事業所加入者は、その事業所または他の事業所

に移っても、継続して月給を受けている限り対象となる。

地域加入者は、月給を受けていない人達力ざ対象である。任意加入者

はサラリーマンの妻または年金加入対象になっていない都『|j l'I営業着

等が本人の希望により加入する。継続加入者は、制度施行､'i時すでに

5） 今後の発腱ﾉﾉIf'1

制度実施8年I Iで農村まで実施している力欝、農村での結果を経験と

して、都'1iのI噂1営業･肴に対して通用する計画である。しかし都市住民

の標準所術:の把催と、鉦年引き続いているインフレーション、政治不

安にk,jするIEI民の忌避現象によI) 、前途は暗い。早く全国民皆年金時

代を迎えたいと政府は望んでいる力曾、進行は遅い。
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6）高齢者への特例措置

●特例老齢年金

前述したように、 1988年1月現在45歳以上で6()歳未棚の人が5年以

上加入して、 60歳になったときに受給できる将例。

●農漁村老人に対する特別措置

1995年、農漁村での年金制度施行当時、 60歳以1･.65歳末棚に対して

は、加入機会を与える特例措置ｶ：あった。 しかし、加入肴は少ない。

今後は都市の高齢者にも措置していく計画である。

●まとめ

皆年金制度達成のために努力している韓I玉Iでは、 ノiﾐ活が貧しい人々

と老人に対していつ無拠出老年福祉年金制度力蕃設縦できるか疑問であ

る。
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▲慈善家が運営しているモデル的な有料老人入所施設の食堂

I＝

’
2） 敬世親孝精神の端揚

①親のl lおよび敬老週間行事

政府は、征年5)18日を“親の日”と定め、続く一週間を親の恩恵

に感謝し、老人を尊敬する気風を造成して、韓国の伝統的美風良俗で

ある敬老剃孝思想を継承発展させている。

各1lj、道、郡、区等地域単位、全職場別に各種行事を実施する。各

家庭では親の、にはプレゼントと共に父母の胸にカーネーションの花

をつける。外国に居住する人にもプレゼント、手紙､電話をかけるなど

する。また、政府では親を手厚く扶養し老人を尊敬して、他の人の模

範になる全I玉lの孝行者等を大々的に発掘、表彰している（図表24,

25)。

(4) 高齢者福祉サービスの概況

1） 老人入所施設の状況

日本の老人ホームにあたる老人入所施設は、 1994年現在、全国で

140施設あり、 8,702人が入所している。その内訳は図表23のとおI)で

ある。

図表23老人入所施設

’計 無料入所施設 実暫入所施設 肖料入所施設

療養

施設

療養

施設

旅養

施設

療養

施設

養老

施設

養老

施設

養老

施設

養老

施設
区分 合計 |葹霊’

施設数

入所定員

140

8,702

89

5，185

51

2，887

82 36

4，898 2，412

２
７３

14

440

5

250

１
５３

図表24孝行者等表彰実績

摩 (単位：人）

伝統模範

家 庭

老人福祉

功労者
立派な親年 度 孝行者I計

－一

計老人入所施設は依然として救貧的な色合いが濃く、入所希望者が少

ないのが現状である。多くの施設では公的支援も少なく、サービスも

不十分で、子供にとっても親を入所させるというのは非常に趾間体が

悪いという状況で、積極的に整備していく体制にはなっていない。多

少は恵まれている有料入所施設（利用料、 月額約40,000円）でも同じ

ようなイメージが拭えないの力雪現状である。

2284，435 3.430 262 515

’
1982-944

1995年

4，185
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図表25褒賞勲章および副賞金

券を支給している。また、その他の待遇は民間に委任しており、地方

I'1治｢､j1体では地域実情に合う拡大方法を地域別に推進している。勲章および表彰 ｜ 副職金 ｜ 備
・国民勲章 100万ウォン 伝統模範家庭荷では、

憂官の表彰で1()()〃ウ

100万ウォン

陸

ワ

保雌幅祉

3） 巷人扶養意識の提高

政府はlﾐ業化、人口の都市集中による核家族化、父母扶養意識の衰

退等をできるだけ防ぎ、伝統的家族制度と敬老親孝思想を社会の精神

的支柱として、発展させている。まず老親扶養家庭に対する社会的支

援施策を1992年3月に確定して、老父母扶養世代に対して、法的、制

度的描慨を強化し、各種優遇税制を実施した。

オ〆

｡国民褒徴

・大統領表彰

･国務総理表彰

･保健福祉部長官表彰

ン
ン
ン
ン

オ
オ
オ
オ

ウ
ウ
ウ
ウ

万
万
万
万

０
０
０
０

５
３
２
１ ’老人福祉功労行は勲蔽に|卿係な

く副批金10ﾉjウォン

●1995年敬老週間に実施した主要行事

[祝賀記念式］

主催：各市道行政機関、報道機|對

内容：表彰式、記念品贈呈

広報：敬老親孝思想の昂揚（懸垂幕設置、報道）

［祝賀行事］

主催：行政機関、企業、慈善団体（者）

内容：慰安宴会、体育、芸能大会等、募金伝達

（大統領主催老人代表昼食会含む）

［老人福祉学術大会］

主催：老人問題研究機関、老人福祉機関

内容：敬老親孝思想の昂揚

［老人観光］

表彰者に対して、慈善団体、親に対して-子供達が行う。

［敬老優待］

老人施設訪問、各種飲食店、風呂、理容院、観光地、劇場等

で無料または割引きで優待する。

②敬老優待制度

敬老優待制度は、 1980年5月8日、親の日から70歳以上の老人に鉄

道、風呂等8業種に優待制度力ざ勧奨された。さらに1982年からは、 65

歳以上の老人に拡大する一方、優待業種も市内バス、劇場等5業種が

追加され'3業種に対して実施した。しかし、 この制度力§政府の無支援

で民間団体の負担だけで実施するゆえに、乗車拒否、不親切等の社会

問題を惹起する現象力罰現れた。

政府ではこの解決案として、 1990年から国庫で毎月12枚のノぐス乗車

①相続税控除

三･lll二代以上1両j居の住宅、 5年以上同居扶養時の住宅を相続時は、 90
％追加控除。

老人人的控除は’人当たり3,000万ウォン。
②所得税控除

・扶養家族控除：60歳（女55歳）以上直系尊属扶養者、年48万ウォ
ン

、敬老優待控除：65歳以上老人扶養者、年48万ウォン

．譲渡所得税控除：65歳以上父母と子女が別々の住宅を持ち、居住
していた力曾同居のために住居を売買するとき（3年以上居住、 ’年
以内売買の場合に)。

③老父母扶養手当支給

公職者は、老人’人当たり月，万5,000ウォン。

④住宅資金割増貸付支援

本人または配偶者の直系尊属と2年以上同居している世話主が住宅
の改造、購入時1,000万ウォンまで割増貸付支援。

蚕

4） 老後の所得保障

①老齢手当支給

日本は国民年金法力笥適用されたときに、老人など年金加入が不可能
な人々のために、臨時的経過措置として老齢福祉年金が設置されたが、
韓国にはそんな制度がなかったので、そのかわりに老齢手当が支給さ
れた。また、韓国の老人達は54.8％が子供から生活費または小遣いを
受けている。このような貧しい老人達に対して救済策として取られた

■
■
■
１
１
１
１
１
‐

政策力§老齢手当支給である。
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1991年に支給が開始され、 70歳以」.7〃6，0()0人に対して、月額1

万ウォン（約1,300円）を支給した。 1995年現在は7()-79歳の老人に

月2万ウォン、 80歳以上には月5万ウォンを支給している。 しかし、

その額は老人福祉予算の55.5％に達している。

●支給額の増額計画

老齢手当の支給額が年々増えている力ざ、今後も蛎纐していく計画で

ある（図表26, 27)。

●連'溝指針

・就業拡大による社会参加意識の提唱

・巷人共1両]作業場に必要な仕事受注

・労仙部地方噌務所との協調強化

●就業斡旋'庭紙

各年鹿別就業斡旋実績は長期就業、憾明就業それぞれ図表28のとお

I)である。

図表28就業斡旋実議図表26老齢手当支給額の墹額計画
(刀ウォン）

一

(人）
に－

一一

'93 11998年度
一

4

5

1997年哩

_旦空国竺－－｜
3 1
5 1

区分 計 ’ ’80～'90 '94'91 '921995年度

一
旬

Ｊ
ｊ

計

腱期就業

願期就業

879，183

161，049

718，134

521,145

61．195

459．950

85，282

25，837

59，445

88,009

25，438

62，571

76,868

21,000

55,868

107,879

27,579

80,300

２
５

一
切

L －－－－~~一~~一
－

図表27老齢手当支給対象者数の拡大計画
(千人）

－
｜

等雲
2000年度
一一

317

－

1994年度
1999年度1998年度1997年度 ③老人共同作業場

1986年から敬老堂または、老人福祉施設で作用場設置可能な施設を

選定して共同作業場に必要な基本設置費を支援して、技術がない高齢

者も充分な作業ｶぎできるよう支援している。目的は余暇活用と老人の

所得の確保の両面である。

1995年度| 1996年度

317317
317 1 317317
－

－

また、支給対象数は、 1991年度17万1千人で、 これは65歳以上人口
221万人の7.7％である力ざ、これを2000年度までに31．7万人（65歳以上
人口316.7万人の10%) までに増やす計画である力ざ、それでもまだ低
い受給率にとどまっている。
②老人能力銀行（シルバー人材センター）
1981年から大韓老人会を通じて、老人の余暇活用と所得を上げるた
めに全国60か所で、老人能力銀行を運営している。これは11本のシル
バー人材センターにあたるものである。
●設置運用

・運営主催：社団法人大韓老人会（日本の老人クラブ．に当たる）
・運営単位：大韓老人会、市道、郡、区、支会

●運営費支援

・支援額： ’か所当たり月30万ウォン
°全額：国庫支援

戸

農
I

1

’
△共同で袋づめの作業をしている老人達。
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図表30 1994年老人健康診断実施状況

●作業場設置費予算支援

作業場の開所にあたり、基本設置費を支援している。 lか所当たり

200万～280万ウォンで、その財源はI封庫より50%、地ﾉﾉ費より50%と

なっている。

●作業収益の処置

報酬は、収益のうちから作業にかかった経斐の爽批を除いて、参加

した全員に分配する。

細かい内規については、老人会組織は老人会で、老人施設は市郡区

で作成する。

●老人共同作業場設置状況

老人共同作業場の数は、年々増えている。 1994年現在、 356か所、

その他支援か所は45か所となっている（図表29）。

(人）

診断結果

蕊 疾 患

4 53，615

1 39，981

'3 13，634

受診者数 健 康!〉〈 分

『;|‐ 138.659 85，044

1次健診

2次鯉診

117,722

20,937

77,741

7,303’

●1995年実施計画

1995年度は受診数が1次健診82,613人、 2次健診10,782人で、計

93，400人であった。

●評価

・65歳以’三の254万人に対して、9.3万人と全高齢者のわずか3.6％と

非常に低いカバー率である。

。 2次腱診の結果、疾病と診断されても治療力曾不充分である。

．もっと疾病予防と早期発見のために充実した健康診断制度に発展

させる必要力ざある。

②老人健康管理法の制度の動き

老人に対する健康相談、定期健診及び保健教育の強化等、疾病を事

前に予防し、適切な治療、療養、 リハビリ訓練が行われる老人健康管

理法の制定を保健福祉部では急いでいる。

’図表29老人共同作業場設置状う兄

1

1 ’

’
区 分 ’86～'88 ，89

設置か所計 57 102

支援か所 57 45

57 102

57 45

'90 '91 '92 ､93 94

152 212 266 356

｜
’

311

’50 60 54 45 45

5）健全な老後生活の保障

①老人健康診断実施

老人福祉法に任意規定として定められた老人無料診断を1983年から

低所得層老人を対象に行っている。

健診対象は、65歳以上のうち行政機関力ざ指定する者である力ざ、一度

健診を受けた人は翌年は対象から除かれる。

健診は、毎年3月1日から11月30日の間に、指定する医療機関で受

ける。

●診断項目の拡大

健診は、 1次健診後、異常があった者に対して、 2次健診を行う。

初めは1次健診項目が11項目だった力ざ、心電図検査を加えて12項目

に、 2次診断は25項目から、H.D.L.肝疾患、糖尿病等を加えて30項
目になった。

●1994年老人健康診断実施状況

1994年度の老人健康診断受診者は14万人余りとなっている （図表

6)在宅老人支援サービス

198()年からボランティア団体等で部分的に実施していた。政府は

1991年から］色算をボランティア団体に支援し始めたが、その額は実に

微纐であった。 しかし1993年老人福祉法に法的根拠を持たせて事業を

強化している。

①〃七老人支援蠣業

1断齢荷IIIlけの椛宅老人福祉サービスとして、家庭奉仕員派遣事業、

州Hj保護’掛業（デイサービス)、短期保護事業（ショートステイ）の

3つ、 また余暇施設として、敬老堂、老人教室などの施設がある。

〃七サービス分野はまだまだ十分な数とはいえない（図表31)。福祉

‘|;業を提供している|､]1体の状況を図表32に示す。
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図表31余暇施設等 （1995年現在）
‘腱務員（1）、補助および運転士（1） 、計5人の有給職員を配置する。

・その他の実費（ボランティア活動費は共同募金で最低支援）

⑤家庭奉仕員養成教育訓練

在宅支援活動の主戦力となるボランティアを含めて、地域で養成講

j堰を|刑設している。その研修課程の区分と規定研修時間は、図表34の

ようになっている。

( lli位：か所）

在宅老人福祉サービス

昼間保誠

事 業

(デイサービス）

短 期

保謹事業

(ショートステイ）

家庭奉仕員

派遣事業

敬稜 ′鞍 老人教室

（老人,'誤）

ト
（4〃

422,6()1

(120〃人利〃l)

20

ﾉj人利胴）
23 9 9

図表34家庭奉仕員養成教育訓練

｜訓練時閥｜ 備考‘擁程名 対 象

家庭奉仕員として活動しようと 20～ 1級
錐成教育課程

する者 40時間 40時間

養成教育修了者が家庭奉仕員の
袖修教育課程 8時間 年1回再教育

活動をしている者

象 訓練時間対

家庭奉仕員として活動しようと

する者

20~

40時間

図表32福祉事業関連法人

( ili.it:M体）

１
１

計 ｜施設法人｜支援法人｜財肘'法人 ｜ 社M法人
145 1 ]01 1 ]7 1 u 7101 17 11

［Ｉ

その他

9

②家庭奉仕員派遣センター拡大

1994年までは15か所であったものを、 1995年度には23か所に拡大し

た。また、 2000年までには全国の市、郡、区に1か所ずつ設證する計

画である。

③昼間保護施設（デイケアセンター）および短期保謹施設（ショート

ステイ）

1995年現在、 15か所であるが、これを1998年までには55か所、 2000

年までには80か所に拡大する計画である （図表33)。

⑥事業機関と事業要領

・社会福祉法人および非営利法人力ざ申込み、行政の許可で委託実施

する制度である。

、許可には一定の施設と人員力ざ必要である。

・収容または在宅サービスは、 1施設に5人以上80人以下を基準と

する。
I

7） 老人結縁（縁組）事業

結縁事業の目的は、恵まれない人々に経済的援助と愛を交換するこ

とにある。

結縁事業は1976年から恵まれない児童に対して、社会的親心と愛情
で実施されたのが初めであった。それｶぎ児童（孤児）数の減少にとも
ない、老人に拡大されて、今では老人が主流となっている。また、全

国の老人施設入居者はほとんど力寺縁組を結んでおり、 、在宅生活保護

者も約50％力罫結縁している。主催は韓国社会福祉協議会である。

①結縁の方法

個人または団体別に事業機関に電話、郵便で申込んだ希望者を参考
に、協議会でその対象を選定し、通知する。申し込み者は事業機関か

ら送られてきた支給用紙で送金または直接訪問して金と愛を提供する。

’口座は1人当たり月’万ウォンである。政府は高級公務員と国営企

図表33昼間（デイケア）および短期保護（ショートステイ）施設拡大計画

( Iiiit:か所）

’計 ’ ’95現在 '96 ､97 99～20()098

’

新
累

設
計

68

80

３
５１

15

30

25

8(）

15

45

l()

55 ｜

I
’

1

④予算関係

．65歳以上の生活保護老人を対象にする時は、 ソウルIIiではI玉I庫50

％、地方費50%､その他の地域では国庫70%､地ﾉj"3()%で助成する。

。家庭奉仕員派遣センターには、施設長（1）、社会棉祉｛言 （2）、

I
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の全大統領になってからすべての里、洞、部落単位に敬老堂を設置

するよう遮務付けられたが、ただしこれには資金的援助はなかった。

これらは慈涛家、企業、住宅団地建築時寄付等、民間の個人・団体

業の幹部等は全員1口座以上の結縁,If業に参加するよう義務付けてお

り、この場合給料天引きとなっている。また政府は趾間企業にも積極

的に参加するよう呼びかけている。

②事業の拡大

この事業は毎年着実に拡大しておIﾉ、恵まれない琶人に対して、公

的支援以外での収入源であり、桁神的支援となっている。 …｡"…■､"…均獅嬉 。
〃f":"'で‘例州挫伽伽

ちろん、交涛制（リ）女別など）でも利墹できをい現状である。また、建物もIIMWまた椎公金で伸ら江たものは極めて少ない‐

I

8）敬老食堂の運営

｜
’

①目的

老人が多く集まる公園または貧肢地域に艇料食'職を‘'受け、特別な理
由により昼食を希望する老人逆に、撮食の無料サービスを提供して共
に生きて行く社会的雰囲気をつくる。既存の施‘没を利川する場合力ざ多
く、活動の主体はボランティアの人々で．ある。
②運営主体

運営主体は社会福祉法人、総合社会福祉館、老人福祉会館、相談施
設およびその他の社会福祉団体である。

１
１

’③支援内容

活動資金は共同募金した社会禍祉無業基金から支援され、中央募金
から50%、地方募金から50%を受ける。 1H60謡が支援の蝉惟で、 ’
食700ウォン、月25日までとなっている。しかし、この食堂で使われる米
はもともと国際的食料支援のために活動している｢愛の米配分所｣(慈善
団体)より別途配給されている。設置費は400万ウォンまで支援される。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
Ⅱ
Ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

●

①敬老堂の数と支援内容

敬老堂は各自治体にある力茸、公的に認可を受けている施設数は95年
現在、 22,601か所である。これらには毎月lか所当たり2万ウォン
(約2,600円）を国庫と地方費で支援している。これは活動をカバーす
るには｜-分ではないが、運営補助費として利用されている。また、そ
れ以外に暖房費として年間約15万ウォンを支給している。運営は自主
的に行われている力ざ、地方自治体または慈善家などの個人的支援も多
少はある。

②活動内容

政府は、教養講座、趣味活動、奉仕活動、健康活動、自立所得向上
講座、子供への漢文教育、伝統礼節、外国語講義等をすすめている。

④運営か所

現在、公的支援を受けて運営されているのは、令IE15
また、この他公的支援を受けずに個人または慈笄I寸1体

7か所にある。

( iﾐに宗教団

体）で運営しているものが122か所ある。

9）敬老堂（老人亭）の支援

社会保障給付率の低さ、老人予算の貧弱等で、 1 I本の巷人縞祉会館
とか老人憩いの家などに比べて非常に貧弱である。前述したように敬
老堂（老人亭）が韓国の代表的な老人余暇施設である。これは韓|玉lに
昔からある伝統的な「客間：村の中で裕福な家庭力ざ村民を客間に招い
てもてなす風習」という相互互助の文化の一つであり、その伝統の上
にたって老人福祉法にも支援の義務力ざあるゆえに、 頭要な橘動として
位置付けられ老人福祉予算のほぼ97％を占有している。 1980年、元

I

10) 老人福祉関連予算の概要
①国家予算と福祉予算

福祉予算のニーズは経済的な豊かさと高齢化、民主化、地方自治桁
Ｊ
Ｏ
召
ｚ
■
■
■
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’
のはじまりにより、毎年充実してきている。 しかし、社会慨祉部（厚

生省）の非常な努力にも関わらず、経済企I1叩充（人ﾉ厳有）の]条算編成

の官僚たちはできるだけ福祉]釜算を削減するのが、神I 1II絲済を発腱さ

せる方法だと考えている。彼らは人統微の称別指,｣〈のl1,¥だけ慨祉笹の

拡大に従っているのが実情である。雌近の政府のl il家j亀算をみると、

1996年度の前年比で、国家予算総纐が16．6％の伸びに対して、縞祉予

算は19.5％の伸びをみせている。この飛躍的な伸びはまさに「大統領

の指示の時」であることを示している。 －ﾉﾉ、過上5年でI 1il家予算に

占める福祉予算の比率は、横ばいか時に減少し、 4o6台で推移してい

る（図表35)。

諏7億ウォンである（図表38)。

図表36老人福祉予算現況

(単位：百万ウォン）
ー

19951991 1992 1993 1994

｜仰： 。｡Mwl

至嘱f ､’

j
39．272 10() . () |57.7151

63．7

1()‐9

29．380

16.067

2.1

18．3

811

’

’
1.756

12

(216) ’（）

1

13

（）’ ’
387

6．163

139

f算 ％ 予算 ％ 予算 ％
O／
0

100.0 82，654 100.0 46．203 1000
0 16',2661 '000
地方費に移管

61,266

50．9 43．567 527

27．8 22．826 27．6 34,010

811

5,982

124

（606）

412

19,779

107

55.5

1．3

9．7

0．2

(1.4）

0.7

32.4

0．2

22，826

811

5，351

50

(302)

398

16,700

107

49．4

1．8

11．6

0．1

(0.7）

0．8

36．1

0．2

’

1．4

82

811 1.0

6.2

0.0

図表35政府および福祉予算 5．161

(lIi,位？両ﾉJ-ウォ･ン） 0．0 36

(0.3）(0.4） （216）

0．7 398

区分 '92 '93 .94 95 96

0.5

政府予算総額

(A)

前年対比引上率

（％）

33.000,029 38.050,000 43.250,000 49.987.913 57.962, 100
11．810.7 9．714

021 "'’ 0．2
13.7 15 6 16.614．6 1 4.6

注1 老人交j血費（ﾉくス乗!'[券12枚）は1994年地方鷲として移管
注2

（ ）は共岡募金で支媛福祉予算

(B)

前年対比引上率

（％）

1,546,233 1,665,932 1 ,771.859 1,983.896 2,370，700

7．8

’

7．7 7．1 12 195

B/A I 4.7 4．4 4－1 4．0 4．1

②老人福祉予算の現況

図表36にみるように、 1995年の福祉予算の総額は612億6600万ウォ

ンで、この55.5％を老齢手当支給が占める。また、老人交通費（ﾉぐス

乗車券°12枚）は1993年に地方自治体に移管されたが、それまでは国

家の福祉予算の5割以上を占めていた。

③老人福祉国家補助内容（中央集金分の地方配分）

老人福祉に関する事業に関して、国家力ざ補助する場合の基準はソウ

ル市力ざ50%、その他の地域は80%となっている。また、各市および道

における国庫補助額と地方費からの補助額を図表37に示す。

④社会福祉基金予算（共同募金中央分の地方配分）

これは中央募金の募金額の50%を支援するものである。 1995年は総

’
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図表37老人福祉国庫補助事業総計（1995年度）

( ili{k: 1 .000ウォン）

世紀ドジョンン4． '1 ． ． 、QOl 再戸向トー＝．
'If 龍

I正l庫袖助

鷲

地方’勘 １
１
１
十
１

’ (|） 21世紀ビジョン（'994年）

！陣I剛は、 1993年2月に民生政府として、政党で政治を専門にしてい

た命1，kと大統械力苛選ばれた。彼は各分野に対して、根本的な未来志向

的‘訓仙lを樹通することを指示した。

保雌礼全部(IWi言有）では、福祉分野と医療分野に分けて保健社会
部ｶざ!'1心にな!)、関係官僚、韓国で見識が豊富な学者、医療福祉協会
の'夷力儲、寅論界電役など約120人を集めて研究を行った。各分科会
別に数IIIIの討論と発表、公開討論、公聴会を開いて意見を交換した。
約6か)］にわたl)精力を賀やして、 1994年国民に公表した。その内容
を鋪1部、 2111t紀に対応するr社会福祉政策課題と発展方向｣、第2
部、 「医療保障改革課題と政策方法」で要約した。

''1己負担

とその他

計

総 計

ソウル

地方我計

釜山市

大邸市

仁川市

光州市

大田市

京畿道

江原道

忠清北道

忠清南道

全羅北道

全羅南道

慶尚北道

慶尚南道

済州道

93，108，588 60，707．023 31 .05() .339 1 .351 .226

8，641，581 3．5()4．677 153,5064，983，398

84，467.007 1.197,72055．723．625 27，545，662

’

7，770，486

2，642，343

3，591，229

2．389，887

7，142．863

4，580，465

1，770，099

2,194,902

1，611，240

3，834，656

103,152

74，786

70，765

80，192

34，833

3．086．869

797．458

1 ．325．562

698．455

3．273．374

1

１
１
．

2，475．570

1，369．849

1，341，369

2，046，503

3，405．713

2，644，441

2，650，749

2，183，580

426．170

213, 177

45．168

109，298

70．686

104，808

96，460

83，091

62，235

50．069

8，840，229

4，452，444

4，792，325

6，684，941

10，047，662

8，307，851

8，858，922

7，319，489

1，626，336

6,151,482

3，037，427

3，341，658

4，567，752

6，537，141

5，747，950

6，125，082

5，073，674

1，150，097

|I
’ ’(2)社会福祉政策課題の発展方向

●「社会保障基本法」の制定
経済発展に比べて遅れている福祉ニーズの充実戦略を含む法律。

●公共福祉の情報伝達体系の確立
現在の全国保健事務所、保健支所に福祉機能を与える「保健福祉事

務所」を、 まず試験的に設置運営して、 2000年までに全国に拡大する｡
図表38社会福祉事業基金予算

●民間福祉資源の発掘、育成、および情報伝達体系の確立
韓国社会福祉協議会を再編組織して、現在の各種社会福祉法人及び

団体等の民間団体との横のつながりを強め、中枢的調整機能を遂行、
ボランティア活動の振興、民間主導の共同募金制実施、企業および宗
教団体の社会福祉参加への勧誘等を行う。

(lii位: 1 ,00()ウォン）

|
1994年 1995fi

計

施設暖房改修費

施設装具備品購入費

老人共同作業場

模範敬老堂褒賞饗

491，423

82，500

30,000

30,000

35，000

(60か所）

252，300

61，623

701．290

115，500

30，000

30，000

35，000

(60か所）

424，250

66.54()

●公的扶助事業の充実化

対象者選定の正確化、最低生計費水準までの手当の引き上げ、就業
および所得創出機会の提供、永久賃貸アパートの建設、 自立作業場の
活性化に努める。

敬老食堂連営潰

家庭奉仕派遮事業

注1．上記予算は中央での50％支援額となる。

注2．模範敬老堂は、 10か所100万ウォン、 50か所は50〃ウォンである。
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●社会福祉サービスの拡充

高齢者、虚弱者、障害者の保謹施設、利川施‘没の拡張、 リハビリ訓

練、在宅保謹事業の強化、地方rl治体の秋概的な参加に力点を入れる。

特に老人病専門マンパワーの養成、ナーシングホームおよび痴呆、

シヨートステイ、デイケアセンターの拡充、敬と'単:、巷人教室運用の

充実等の社会活動の推進。

●|)<娠保雌‘,含療慨酬体系の合剛的改撫

保険胸含療繩酬価の′k縦と術造を合理的に調整し、現行行為別報酬価

の代わ'）に包招蝿酬価制(D.R.C.)を段階的に導入する。

●llﾐ収の恢擁機関fI川に対する便宜の提供

洲闘院のサービス‘評価制導入、救急医療体制の確立強化、医療紛争調

幣制I更の導入、夜間と公休1I祝日の受診態勢の強化、院外調剤活用、
家族が介！漣しなくてもよい病院の運用、ホスピス事業の導入。

１
１
１

●予算投資計画

2000年までに社会福祉予算増加率を一般会計予算年度平均増加率15

％水準より5％高い20%水準に維持し、 2000年までに呪GNP対社会

保障給付率を1．9％から3．5％水準にすることを腱報する。 ●恢縦保険組合間の財政不均衡解消

地域糾合に対する|封庫の支援拡大、老人医療饗共同負担事業導入、
価額診療智共1両1負担蕊業の拡大等の推進。(3) 医療保障改革の課題

●医療資源の効率的活用

総合病院、病院、医院別に適正な機能分択を行い、 3次診療機l對へ

の患者集中を緩和する施策の実施。保健所の治療能ﾉj、在宅ケア能力
の強化を推進。

●'矢恢保険祷珊運営体系の効率化
咲旅保険管理体系は、現行制度を維持しながら組合間の財政調整事

業の拡大、 I笑療保険総合コンピューター化等、実質的に総合管理の効
果力笥現れるように、折衷方式を採択し、現行の総合管理の効率化を増
進させるために、組合規模の適正化、経営評価制導入等、経営刷新を
図る。

福祉予算のニーズは、経済的な豊かさと高齢化、民主化、地方自治
制の始まI)により毎年増加している。社会福祉部は、非常な努力をし
ている力笥、経済企画院（大蔵省）の予算編成官達は、できるだけ福祉

予算を削減するの力爵、韓国の経済を発展させる方法と考えている。彼
らは大統領の特別指示の時だけは従う。 1996年の予算編成時力笥この例
である。

’

(4) Q.0.L.向上宣言
●背景

1993年民生政府として出帆した金泳三政権は、福祉には冷たかった。

ところカゴ、 1995年3月デンマークで開かれた社会開発サミットから帰
って、 3月23日「世界化推進報告会議」を主催した。そこで大統領は、
今後は成長優先の政策から国民のQ.O.L.を高める福祉の改革を宣言
した。

その重点は雇用、医療、所得保障、快適な環境、事故の予防であっ
た。また、これらは韓国の統一にも役立つと付け加えた。

●保険給付範囲の拡大および医療費負担軽減
年間180日と制限されている保険給付期間を毎年30日ずつ延長、CT、
MRI等の保険適用、希望する全老人に無料健康診断と （診断項目の
適正化）有病者の事後措置の強化等の推進。

｜
’
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II

●Q.O.L.向上への推進

保健社会部では、 まずI玉I民福祉企|州､Mを多くの'､jを街．、陥祉関係従事

者と共に、老人、障害譜、低所得隅の縞祉、雁縦保|境期間の完全適用

等、弱者階願を助ける社会保障の向12に関する研究をして、公聴会等

を開き、多数の意見を集め、緯I玉l型縞祉共l'il体をI I指している。

5． まとめ
凸

山

州1.|-可尚齢荷綿祉､ハ塊状は今だに救貧的水準である。特に社会保障

*(;1･1*-')低:鞘を腿間募金とか慈淵矧体で代行させているのが現状であ
る I(Ij齢荷述は、 I,I分のど後のための経済的貯えもなく、ひたすら子
供辻に蝋）ているが、 ，ﾋ会環境の変化で苦凶に直面している。しかし
l'lt - ､J)希削は、 どの|Wの大統領よりも権限を握っている金大統領が強
ノjに細祉診、の湖長をしているので、福祉改革推進の動機になるのでは
ない力､ということである。

●今後の展望

内容はすでに前項の「21世紀のビジョン」で述べた間魑捧に加えて、

環境改善、子育て事業、雁用拡大等の問魑があると思われる。 1994年
度の21世紀ビジョンのときは、経済学者達の制約で『‘|駐新的な計剛力ざ作
られなかった。 しかし今胆Iは、 1996年の大統領年蚊教諜でも大きく強
調され、新しく大統領府にも社会福祉主席秘菩室も‘没祇された。また、
保健社会部も保健福祉部と改称され、国民に改革への強い意志を示して
いる。

÷坐一 、ﾊﾍﾊ岸壼へ“……,－』,_L-J-zI=a";g･,力IIf6m必の一つでもあるゆえに、
また
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ill界的レベルを11指すQOL.の向上というが、筆者は少なくとも
196()ｲ『1芝の1 1本のﾉlく難にまで引き上げるべきだと考える。すなわち
GNI) k,1･祉会保障給付職の比率を現行の1,9%から5.1%までに短期間
にリ｜きl.げなければならないであろう。中負担．中福祉の日本でも、
商齢化率力笥5，7％であった1960年のGNPは1人当たりわずか341ドル
であった。これは東京オリンピックの4年前のことである。
郷|玉lは現在、 1994年度の1人当たりのGNPは8,220ドルであった

し、 1995年度は10,000ドルを目標にしている。また、ソウルオリンピ
ックを遂行したのも7年前であり、世界12大貿易国でもある。このよ
うに考えると、今まで高齢者をはじめとして弱者階層に対する政策が
あまI)に貧しかったことを反省しなければならない。
命ﾉ＜統領の宣言によって、大きく改善されることを願ってやまない。

（安弼溶）

、 1996年度の総選挙に対する与党の城略の‐

らに革新的な政策が作られると期待される。
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1° 目的

地域;ニおけるⅧ､11-')MIjﾐ慌標としては、従来、 、12均余命や死因別死
亡率をビ死亡に)‘《づく擶標が川いられてきた。しかし、斑齢者が増加
し、か－）てiﾐたる死|klであ‐》た感染縦が減少してくると、死亡に基づ
く指概にも限界があることが明らかになってきた。たとえば、韓国の
､'え均粂命ソ)処'とば寓しいが、 この跡命の延焚は鯉服で活動的な生命の
延'ミソ)みそ患味するものではない。 I副民蛎活基礎鯛査の緒果を検討す
ると、聯命の延災のかなりの部分が非活動的な状準渥惹建つでいること
が碓測される。特に、商齢昔の場合、多くが何らかの慢性疾患を邑参、
しばしばll術'|ﾐ活動作能力(ADL)や知的機能がおとろえた蛾態で
′'ﾐきる状態が続くようになってきた。
そこで、近年、保鯉．医療の分野において、Quality ofLife
(QOL)を政祝し、健康指標として用いようとする動き力雰さかんであ
る。QoLの概念は研究者によって様々であるが、身体活動能力
(ADLなど）、 ，じ､理．精神状態、社会的役割などをとりあげることが
多い。 しかし、高齢者においては、潜在的な健康状態の悪化が存在す
ること力曾多く、 また、有病率も若年者と比較して著しく高いため、
QOLの指標のなかでも、主観的なものを最も重視すべきであるとの
瑚長ｶぎ最近強まっている。この主観的幸福感についても、研究者によ
って極々の概念が提唱されているが、生活満足度(Life Satisf2C-
tion)、士気(Morale)、幸福感(Happiness)など力ざ代表的であり、
欧米においてはすでに各種のスケールが考案され、標準化されている。
生活満足度についてはNeugartenら(1961)のIggg"s=fff"
IndeXA(LSI-A)の評価が高く､志気についてはfZwt･n('9fzl
のP･G.C. (PhiladelphiaGeriatricCenter)モラール・スケールが
標準とされている。そこでLarson(1978)は、生活揃足度尺度やモ
フール．スケールなどの自記式尺度によって測定される幸福な老いの
程度の総称として、主観的幸福感(SubjectiVewell~beiImg) という
語を提案した。本研究では、韓国の在宅高齢者について、主観的幸福
感(Subjectivewell-bemg)の実態とその関連要因について把握す
る。
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(3) 調査項目

1) I I的変数

*iﾐ観的幸福感

2．調査の概要

’
Lawton(1975)の改訂P.G. C. (Philadelphia

GeriatricCenter)モラール．スケールを、前田睦）

ら力ざ日本語に訳出したものを用いた。この尺度は

17項目より構成されており、 「はい」もしくは

｢いいえ」の選択肢に基づき回答を得るようにな

っている（図表2）。

(|）調査地域、調査対象

調査対象は、韓国の慶尚北道・慶州郡の一つの面である江東面にあ

る27里のうち、一つの保健支所と一つの保健診旅所力ぎ机､'1している14

里に居住している満60歳以上の高齢者である。今III1の分析は、 1993年

と1994年の2回の調査に回答してくれた672人（総人l lの約17.8%)

を対象とした。この地域の1993年の総人口は3,773人であI)、 1,008世

帯が住んでいる韓国の典型的な農村である。第-FII調査時の対象者は

740人であったが、その対象者のうち一年間(1993年7"161-1から

1994年7月15日）で、死亡者は32人、転出、調査へのｲ1i褥等力葡36人で

あった。死亡の原因は図表1に示すとおりである。

2） この主観的幸福感と関連を検討する要因

＊一般的属性：年齢、性、家族構成、学歴、仕事の有無、趣味の

有無、宗教、経済状態。

*II常生活動作能力(Activitiesofdailyliving,ADL)

6項目：歩行、食事、着替え、入浴、 トイレの使用、排
尿。

＊手段的動作能力(Instrumental activities of daily living'

IADL)

5項目：遠方への外出、買い物、食事の用意、請求書の
支払い、預貯金の管理。

＊ソーシャル・サポートの提供および受領：ソーシャル・サポー
トの構成要素としては、手段的サポート (Instrumenta! ･ur
port) と情緒的サポート (Emotionalsupport)の2つのサポ
ートについてそれぞれ以下の2項目を設定した。
・手段的サポート

ちょっと体のぐあい力苛悪いとき、世話をしてもらう。
自分の仕事を手伝ってもらう。

・情緒的サポート

個人的な悩みの相談にのってもらう。

力ぎんばらなければならないとき、暖かくはげましてもら
う。

そして、サポートの提供に関しては、 「ふだん、配偶者、子
供、友人それぞれに対して上記のサポートをどの程度してあげ
ているか」と尋ね、その頻度を「よくある（2点)｣、 「ときど
きある（’点)｣、 「ほとんどない（0点)」の3段階で回答して
もらった。

図表1．死亡原因（1993． 7 ． 3－1994． 7 ． 2）

全体死亡原因 男性 女‘|ヅI

肺 癌

胃 癌

大腸癌

肝 癌

喉頭癌

肝硬変

脳出血

糖尿病

老 衰

交通事故

自 殺

胃潰瘍

感染病

２
２
２
１
１
２
３
３
０
３
１
１
１

１

２
１
１
１
１
２
１
１
２

０
１
１
０
０
０
２
２
８
１
０
１
１

2

１
０
０

’

’

全 体 ’ 32 15 17

１
１(2)調査方法

対象者と同じ地域に在住している地域健康要員18人を推薦してもら

い、研究の目的と面接方法を説明した後、質問用紙を用いて訪問面接

調査を行った。
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サポートの受領についても、 「ふだん、配偶荷、 子供、友人

それぞれに対して上記のサポートをどの程度受けているか」と

尋ね、その頻度をサポートの提供と同様に3段階でII'1答しても

らった。

(4) 調査時期

本‘淵侭（672名を対象）は1994年7月4日から9日まで行われた。

その後、質問苔の信頼性を検証するために、その調査対象者の中から

50人を無作為に抽出し、 1994年8月1日から6日まで再度調査した。

図表2．P.G.C.モラールスケール

(PhiladelpiaGeriatricCenterMoraleScale)質問文

項 1 1
I

1．あなたは自分の人生は年をとるにしたがって、だんだん悪くなってゆくと

感じますか． 1 . はい ワ いいえ

2．あなたは現在、去年と同じくらいに元気があると思いますか．

1 ．はい 2．いいえ

3． さびしいと感じることがありますか． 1．はい 2． いいえ

4． ここ1年くらい小さなことを気にするようになったと思いますか．

1 ．はい 2． いいえ

5．家族や親戚や友人とのゆききに満足していますか．

1 ． はい 2． いいえ

6．年をとって前よりも役に立たなくなったと思いますか．

1 ． はい 2．いいえ

7．心配だったり、気になったりして眠れないことカゴありますか．

1．はい 2． いいえ

8．年をとるということは若い時に考えていたより、 よいと思いますか．

1．はい 2． いいえ

9．生きていても仕方がないと思うことがあI)ますか．

1．はい 2． いいえ

10．若い時とくらべて、今の方が幸せだと思いますか．

1．はい 2．いいえ

11．悲しいことがたくさんあると感じますか． 1．はい 2．いいえ

12．不安に思うことがたくさんありますか． 1．はい 2． いいえ

13．前よりも腹を立てる回数力ざ多くなったと思いますか．

1．はい 2．いいえ

14．生きることは大変きびしいと思いますか． 1．はい 2．いいえ

15．今の生活に満足していますか． 1．はい 2． いいえ

16．物事をいつも深刻に受けとめる方ですか． 1．はい 2． いいえ

17．心配ごとがあるとすぐおろおろする方ですか． 1．はい 2． いいえ

’

’

△訪問診療を受けている、 64歳のおばあさん。脳卒中で倒れて寝たきりになり、
70歳の夫が介護している。老夫婦世帯。右端が筆者。

I

’

’
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は尚ADL群と高IADL群の方が、より得点が高かった（図表5)。

’ 3．結果

図表3．性別一般的な属性 単位：人数（％）

(I)対象者の属性

調査対象となった高齢者は672人で男性が269人(400%)、女性が

403人(60.0%)であった。年齢は60歳から99歳で、 、Iz均702歳(SD:

7.5)であり、 60歳代力笥53.3%を占めている。学歴は「なし」力ざ661%

であり、 66.2％力雷農業をしている。宗教は仏教が62.5％、キリスト教

力ざ11.6％であった。家族構成は一人暮らしが14．4％、夫姉だけ力ざ32.7

％であった。経済的なゆとりは「ある」と答えた人が60.1％であっ

た。 日常生活動作能力(ADL)の分布は、低ADL群(0) 力罫0.9%、

中ADL群(1-5)が9.8%、高ADL群(6) 力：89.3%であり、手

段的動作能力(IADL)の分布は、低IADL群(0) 力欝7.9%、中

IADL群(1-4)が17.7%、高IADL群(5) ":74.4%であった

(図表3）。

女性 ｜ 全体男性xf( ( l
－

年齢

区分

’ 149（55.4）

85（31.6）

35 (13.0)

70.0 ( 7.5)

131 (48.7)

103 (38.3)

35（13.0）

222 （81.8）

2 ( 0.8)

45（16.7）

25（ 9.3）

159（59.1）

5（ 1.9）

80 (29.7)

174（64.7）

95 （35.3）

8（ 3.0）

127（47.2）

134（49.8）

217 (80.7)

52（19.3）

165 （61.3）

104（38.7）

2 ( 0.7)

28 （10.4）

239（888）

28（10.4）

37（13.8）

204（758）

209 (51.9)

144（35.7）

50（12.4）

70.3 ( 7.5)

313（77.7）

82 (20.3)

8 ( 2.0)

223（53.2）

6（ 1.4）

174（43.2）

53（13.2）

261 （64.8）

10 ( 2.5)

79（195）

226（56.1）

177（43.9）

89（22.1）

93（23.1）

221 （54.8）

310 (769)

93（23.1）

239（59.3）

164 （40.7）

4（ 1.0）

38（ 9.4）

361 （89.6）

25（ 6.2）

82（203）

296（73.4）

358（53.3）

229（34.1）

85（12.6）

70.2（ 7.5）

444（66.1）

185（27.5）

43（ 6.4）

445（66.2）

8（ 1.2）

219（32.6）

78（11.6）

420 (62.5)

15（ 2.2）

159（23.7）

400（59.5）

272（40.5）

97（14.4）

220（327）

355（52.8）

527（78.4）

145（21.6）

404 (60.1)

268（39.9）

6（ 0.9）

66（ 9.8）

600（89.3）

53（ 7.9）

119（17.7）

500（74.4）

60-69

70-79

80-

平均(S.D).

なし

小卒

中卒以上

農業

その他

なし

キリスト教

仏教

その他

無教

なし

ある

ひと')幕らし

夫婦だけ

子供と同居

なし

ある

ある

苦しい

低(O)

中（1－5）

高（6）

低（0）

中（1－4）

高（5）

iを朧

11: 'lf

示教

(2) P.G. C・モラール・スケールの因子構造と信頼性の検討

各質問項目間の関連を検討する為に因子分析（主l犬l子法）を行い、

3因子を抽出した後、バリマックス法による1大I子分析をjT}いて構造的

な検討を行った。なお、主因子法での固有値（寄与率）は、第1因子

が4.06 （23.9％)、第2因子力ざ1．56 （9．2％)、第3因子力ざ133 （7.8

％）であった。抽出した因子構造を因子負荷量でみてみると、第1因

子は「孤独感・不満足感」にかかわる因一子、第2因子は「心理的動

揺」にかかわる因子、第3因子は「老いに対する態度」にかかわる因

子と名付けること力ざできよう。そして、再調査法による相関係数は

0.592で中等度であった。また、各項目について内的整合性の信頼性

係数であるCronbach'sα係数は0.785であった（図表4)。

現在の疾患

家族鱗成

趣1味

経済的なゆとり

ADL

IADL

(3)主観的幸福感とその関連要因

対象者のP.G.C.モラール．スケール平均得点は8．73であった。一

般的属性ごとに主観的幸福感の平均得点をみてみると、統計的に有意

な差がある項目は、性、年齢、学歴、現在の疾患、家族構成、経済的

なゆとり、ADL、 IADLであった。性別では男性の方力叡、年齢は若

い方が、学歴は高学歴の方力葡、現在の疾患はない方が、家族構成は子

供と同居している方力笥、経済的なゆとり力ざある方が、ADLとIADL

' 269（40.0） 403（60.0）全体 672（1000）

１
１

78
79

一コ
二一
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図表4．P.G.C.モラール・スケールの因子分析（バリマックス法）の因子負荷重 図表5 ．一般的属性別P.G.C・モラール・スケールの平均得点

第1因子 第2閃］ "3Iﾉ§I j 典迪'Ⅲ 区分 平均値（標準偏差) t,F-IE p-値

生 9.23 (3.57) 2..90 0.004

生 8.40 (3.71)

-69 9.20 (3.70) 6.51 0002

-79 8．21 （379）

8．12（2.99）

し 8.33 (3.63) 7.73 0000

卒 9．49（3.59）

卒以上 9.53 (401)

る 8.90 (3.78) 2.95 0.086

し 838（3.44）

る 8．64（3.65） 1．41 0.236

し 9．03（3.78）

し 9.59 (3.35) 59.16 0.000

る 7．46（3.78）

とり蕪らし 7.35 (3.84) 8.23 0000

:婦だけ 8．88 （3.75）

供と同居 9．01 （3.51）

,る 8.80 (3.75) 0.26 0.794

.し 8．71 （3.66）

'る 9.74 (3.35) 9.31 0000

『しい 7.20 (3.62)

& (O) 3.67 (2.42) 10.42 0.000
! (1-5) 7.50 (3.68)

i (6) 8.92 (3.63)

& (0) 670 (3.21) 20.85 0000
1 （1－4） 7．49（3.54）

5 （5） 9．24（3.62）

低中高

(0）

(1-5)

（6）

(0）

（1－4）

（5）

低中高

" I I

「

’
ドI ｿ)性

女性

.3781

.3923

4761

.4526

.3358

.3828

.4473

.5715

,4726

4855

4703

1783

4733

1901

5192

4339

2979

．0906

－．0777

－．0056

．3932

2613

2061

．3041

．7238

．6405

．4856

6468

．1378

-.0785

－．1432

．1571

．0514

3050

. 1153

.1347

．0805

．0539

－ 1847

.1814

．2145

．()187

．0047

.1034

1027

3512

．6826

．3()67

．6926

．6247

．3266

．5972

．6067

．6853

．5432

．4831

．5545

．5557

．2173

．2498

．4890

-.2034

．1897

．0348

．2749

－．1218

2025

．3134

３
６
９
１
３
４
５
４
７
２
６
１
２
５
８
０
７

１
１
１
１

１
１

１
１
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fi.齢 60-69

70-79

80-

なし

小卒

！''卒以上

ある

なし

ある

なし

なし

ある

ひとり蕪らし

夫婦だけ

子供と同居

ある

なし

ある

苦しい
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１
１
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jM(liの疾患

家族朧成

1

1
固有値

寄与率(％）

累積寄与率(％）

趣1床4．06

23．9

23．9

156

9．2

33．1

1.33

78

409

’
’

1 維済的なゆとl)

Cronbach'sα係数=0.7852

再調査法による相関係数=0592
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l)、ADL(低、中=0) (高=1)、 IADL(低、中=0) (高＝
’）、経済的なゆとり （苦しい＝0） （ある＝’)、宗教、仕事、現在
の疾患、趣味（なし＝0） （ある＝’） とコード化して配偶者がいる
場合といない場合に分けて分析を行った。

(4) ソーシャル°サポートの授受と性別の関係

3つの提供サポートおよび受領サポートの平均値をサポート区分ご

とに示した。提供サポートについてみると、全体では配偶者サポート

得点力ざ最も高く、次いで子供サポート、友人サポートの順であった。

男女別に提供サポートを比較したところ、 女性は男性より配偶者と子

供へ有意に多く提供していた。友人サポートでは、男女の差はみられ

なかった。

一方、受領サポートについてみると、全体では提供サポートと同様

に、配偶者サポート得点が最も高く、次いで-f供サポート、友人サポ

ートの順であった。男女別に受領サポートを比較したところ、配偶者

サポートでは男性の方が受け取るサポートの頻度が高かった（図表

6）。

1） 配偶者力ぎいる場合

配偶者力謙いる場合の主観的幸福感に関連している要因は経済的な
ゆとり、 IADL、子供の提供サポーI､、現在の疾患、性、宗教で、
これらの要因に対して主観的幸福感の説明力は28.1％、重相関係数
は0530であった（図表7）。

図表7．配偶者がいる場合の主観的幸福感の関連要因<Stepwise重回帰分析＞
（対象人数：392人）

図表6．サポートと性別の関係 偏回帰係数（標準誤差）項目 t-値 p-値

男''1 女'|･'’全体 糸モ済的なゆとり 1.9892（0.3360） 5.921 0.000
t-1m

数平均(SD) 数 、Iz均(SD) 数平均(SD) IADL 2.2708 (0.4505) 5.040 0.000

提供サポート 提供サポート （子供） 0.2948 (0.0629) 4.687 0.000

配偶者

子供

友人

392 6.5 (2.2) 232 62(2.3) 160 69 (2.0)

663 4．6（2．7） 265 4．2 （2．3） 398 4．9 （2．6）

672 2．7（2．2） 269 2．6 （22） 403 2．8 （2．2）

3．19＊＊

2．93＊＊

0．80

恩&征の疾患 -1.3663 (0.3350) -4079 0001

|･'’ 1.0038 (0.3207) 3.130 0.002

-0.7067（0.3587）>i･ﾐ教 -1970 0.050

受領サポート

進数 5．0450

配偶者

子供

友人

392 66 (2.1) 232 69(1 .8) 160 6.3 (2.3)

663 5．5（2.3） 265 5．4 （23） 398 5．6 （2．3）

672 3．1 （2．3） 269 29 （2．3） ‘103 3．2 （23）

2．69＊＊

1.16

1 .39

仮ｲ:1I閏係数

決定係数

０
９

０
０

３
８

５
２

０
０

一
一
一
一

Ｒ
Ｒ

(苦しい＝0） （ある＝1）

(低、中＝0） （高＝1）．

(なし＝0） （ある＝1）．

(女性=0) (男性=1) .

(なし＝0） （ある＝1）．

経済的なゆとり

IADL

呪在ク〕疾患

‘性

',i;"

**p<.01

(5)主観的幸福感に関連している要因

主観的幸福感に関連している要閃を総合的にIりlらかにするために

P.G.C.モラール・スケール得点をll的変数として、 Stepwise亜回帰

分析を行った。説明変数について年齢とソーシャル・サポートは連続

変数、それ以外の変数は性（女性＝0） （ｿ州：－l ) 、 ′､御嬢（なし=0、

小卒以上＝1）、家族構成（ひとI)、犬姉だけ－() ) ( j蓬供と同居＝
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可

2） 配偶者がいない場合

配偶者力ぎぃない場合の主観的幸總感に|封連している要|刺は子供の

提供サポート、現在の疾患、経済的なゆとり、 -f供の受領サポート

で、これらの要因に対して主観的幸福感の説明ﾉJは24．9％、重相関

係数は0.500であった（図表8)｡

ため安定した数値は得られなかった。この点については、今後、追跡
を継続して検討していきたい（図表10)。

図表9． 1993年と1994年との性別ADLの変化
単位：人数（％）

1994年度のADL

に|］ｊ
８
－
Ｊ

ｆ
．
仁Ｉ

低図表8．配偶者がいない場合の主観的幸福感の関連要因<Stepwise重回帰分析＞

（人数:280人）

計

1993年度のADL

商

ｿ)'|･牡 ‘|】

低，

226 （90．4）

13 （43．3）

0 （ 0．0）

13 ( 5.2) 11 ( 44)

14（46.7） 3（10.6）

1 （25.0） 3（75.0）

偏|呵帰係数（標準誤差） t-1K
一

4－()95

p-値
一

0.000

項目 250(88.0)

30（10.6）

4（ 1.4）
一一一一一一一一一一一一一一一

284 (100.0)
ー－－－－－－－■一一一一一一一一一

360（85.7）

55（13.1）

5（ 1.2）

420 (100.0)
一

610（86.6）

85（12.1）

’ 9（ 1.3）

0.3088 (0. ()754)提供サポート （子供）

－

239 (84.2) 28 ( 9.9) 17 ( 6.0)
現在の疾患 -1.9382 （0.4037） －48()1 0．0()0 'j､計

』
経済的なゆとり 1.1576 (0.4426) 2616 0．009

330 （91．7） 18（

31 ( 56.4) 20 (

0（ 0.0） 0（

5.0）

36.4）

0.0）

12（ 3.3）

4（ 7.2）

5 (100.0)

『万

IBDJ

II'

低

Zf<'l.'l
受領サポート （子供） 0．2366 （0．1026） 2．306 0．022

定数 5.6374

361 (86.0) 38 ( 9.0) 21 ( 5.0)'j､計

重相関係数

決定係数

ｎ
ｏ
旬
、

９
９

９
４

４
２

０
０

一
一
一
一

Ｒ
Ｒ 556 （91．1） 31 （ 5.1）

44 ( 51 .8) 34 (40.0)

0 ( 0.0) 1 ( 11.1)

23（ 3.8）

7（ 8.2）

8（88.9）

gr

I8ｫJ

II1

低

f寺体

現在の疾態 （なし＝0） （ある＝1 ） ．

経済的なゆとI) (苦しい=0) (ある=1)
’
1

,訓 600 （85．2） 66（ 9.4） 38（ 5.4） 704 (1000)

(6) ADLとIADLの－年間の変化

まず、ADLの一年間の変化は－1111 1 1 !淵介時、 ,WiADLだった人の

うち約9割力ざ高ADLを維持している力ざ、約5%の人が'l1ADLに、

約4％の人力ざ低ADLになI) 、ADLの低|､.を′｣くしている。一|四目調

査時、中ADLだった人のうちでは、約4剛の人が! | 1ADLを維持し

ているが、約半数の人はADLの得点が尚くなり尚ADLに改善する

という結果が得られた。また一liil I I調侮時点で低ADLであった人の

9割近くは低ADLにとどまり、 1割ほどの人はI I 1ADLに改善する

という結果であった（図表9）。

次に、一年間におけるIADLの変化であるが、 IADLの場合も全

体的にADLと同じ変化の傾向を,J<しているが、改俸、悪化いずれに

しても、 より変化しやすいようにみえる。

Katzの提唱する「活動的余命」の弾1111を‘よみたが、例数が少ない
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図表10. 1993年と1994年との性別ADLの変化 単位？人数（％）

4° まとめ

’
｜

’ 1994年度のADL

韓国の慶尚北道。慶州郡の一つの面である江東面の中の27里のうち
保健支所と保健診療所で担当している14里に居住する満60歳以上の高
齢者全員672人を対象にして、主観的幸福感とその関連要因に関して
分析し、以下の知見を得た。

・老人の主観的幸福感における因子構造の類似性が再確認され、第
1因子は「孤独感・不満足感」にかかわる因子、第2因子は「心
理的動揺」にかかわる因子、第3因子は「老いに対する態度」に
かかわる因子と名付けることができよう。

．一般的属性別主観的幸福感の平均得点で、性は男性の方が、年齢
は答い方が、学歴は高学歴の方が、現在の疾患はない方が、家族
構成は子供と同居している方が、経済的なゆとりはある方が、
ADLとIADLは高ADL群と高IADL群の方がより有意に高か
った。

中 低
二
二
１

・
凸
毎
日
口1局

1993年度のAD

高

男性 中

低

178 （856）

25（446）

1 ( 5.0)

96) 10 ( 4.8)

28.6） 15（268）

5．0） 18 （90．0）

20 （

16 （

1 (

208 （73．3）

56 （ 19．7）

20 ( 70)

284 (1000)小計 204 （71．8） 37 （ 13．0） 43 （ 15．2）

’
高
中
低

239 （89．2） 20（

55（45.5） 55 （

2 （ 6.5） 7 （

7．5） 9 （ 3．4）

45．5） 11 （ 9．0）

22．5） 22 （71．0）

268 （63．8）

121 （28．8）

31 （ 74） ’
女性

小計 296 ( 70.5) 82 ( 19.5) 42 ( 100) 420 （100.0）

高
中
低

417（87.6）

80 (45.2)

3（ 5.9）

40 （ 8．4） 19 （ 40）

71 （40．1） 26（ 14．7）

8 ( 157) 40 ( 78.4)

476 （67．6）

177 （ 25．1）全体

51 （ 72）

｜
’計 500 ( 71.0) 119 ( 16.9) 85 ( 12. 1) 704 （100．0）

3つの提供サポートと受領サポートの平均値を男女別にみてみる
と、男女ともに配偶者サポート得点が最も高く、ついで子供サポ
ート、友人サポートの順であった。そして、女性は男性に比べて、
配偶荷と候供に対してより多くのサポートを提供している反面、
配偶行から得られるサポートはより少ないということであった。

●

ii観的‘膳綿感に関連している要因を総合的に明らかにするために、
P.G. C.モラール．スケール得点を目的変数としてStepwise重
l''l'111}分析を配偶者がいる場合といない場合によって行った。その

絲果、配偶行がいる場合は、経済的に豊かな方が、高IADLの

ガカf、 r･供診、のサポートの提供ありの方が、現在の疾患がない方

が、 女付よリツ)性が、宗教はない方が、主観的幸福感が高くなる。

〃、配偶荷がいない場合は、子供へのサポートの提供ありの方

か、現ｲIの疾悠がない方が、子供からサポートを受けている方が、

脹観的挙禰感がi苗くなる。

●
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17) 11.II0.Theusesofepidemiologyinthestudyoftheelderly;ReportofaWHO

葛dcnlificGroupontheepidemiologyofaging,WHOTechnicalReport Series

:､;I)7()6.Geneva’ 1984

ADLとIADLの一年間の変化を調べた結果、 ,WiADLおよび高

IADLであった人は約9割が,giADLおよびi#j lADLを維持して

いた。一回目の調査時、中ADLおよび! |J IADLの人は約4割の

人が中ADLおよび中IADLを維持しており、約5割の人は高

ADLおよび高IADLとなり、ADLおよびIADLの改善を示し

ている。一方、低ADLおよび低IADLであった人では、ADL

の場合は9割ぐらい、 IADLの場合は8割近くの人が低IADL

にとどまっていた。

前田大作、野口裕二、玉野和志、 ！｜'谷|場明、坂旧周一、 Jersey

Liang:高齢者の主観的幸福感の構造と要|大l、社曾老年学1989
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アジアの主な国の比較統計

第1表年齢（4区分）別人口および割合
人 口 (1,000人）

割 合 （％）(年）園
20～64歳O～19歳 65～74歳総数 75歳以上

蕊
0～19歳|20~64歳 65～74歳

中国
インド
インドネシア(C)'》 z’
イスラエル
日本
韓国3’
マレーシア
フィリピン
シンガポール3）
タイ3,
ベトナム(C)'》

外国は国際連合の世界人
したもので，国名の後の
''総数に年齢不詳を含む
資料:UnitedNations.

634,762
417,888
87，955
2,506

77，758

25，770

8，682
29，946
1,777

31, 134

29,307

433，920
397 021

84．323
1,984

30, 106

15,504
8,381

30.733

863

24，275
32,028

44,514 18,680
－34，729－－－

4," 2,041
268 190

10,223 6,67i
1,536 .689
470 230

1,527 663
-178-

1，662 689
2,033 1,002

1， 131，876

849，638
179．248
4，946

124,764

43，500

17,763
62，868

2,818

57，760
64．376

第2表男女，年齢（4区分）別65歳以上老年人口および割合
一

65歳以上人口｜
’ 割 合(年） （％）

-

75～

79歳

国

|鰯~"歳’65～69歳｜ 総数 70～74歳| 75～79歳
‘5雨鐵|"噸80歳以上 80歳

以上
〔総数〕

中国
インド

インドネシア(C) ! ' - z'
イスラエル
日本
韓国愈’
マレーシア

フィリピン
シンガポールz’

タイ琴’
ベトナム(C) ! '

【男］

中国
インド

インドネシア(C)!' 、 z，
イスラエル

日本
韓国罰，
マレーシア

フィリピン
シンガポールョ’

タイz’
ベトナム(C)''

【女］

中国
インド

インドネシア(C)''･ z'
イスラエル

日本
韓国｡，
マレーシア

フィリピン
シンガポール3，
タイミ’
ベトナム(C)''

18, 119, 140 !!,",080 7,709,250
－－19，879．000一一一一一一

2,060,043-2.040,856-
MM_ .95,800 93,900

4.239,938 3,461, 104 3,516:jij
",914 389,969 .299:"
205," 112,527 117:"
634.315 411, 166 251:504
-13, 100-----
657,000-689,000-
800,848 562,086 439.608

26,394,900

14,850,000

2,861,396
157.000

5,992,398
924．441

264,764

892,719
64，900

1.005．000
1.231,761

63． 194.370

34．729．000

6，962．295
457,300

16,900,359

2，225，008
700，613

2, 189．704

178.000

2．351.000

3．034．303

(1990)
(1991)

(1990)

(1991)

（1993）
(1990)
(1990)

(1991)
(1992)

(1992）
(1989)

41_77

42.76
41.10
34.33
35.46
41.55
37.79
40.77

36.46
42.75
40.59

28.67 1Z.36 12.20
---57.24-

"9- 29.31-
"9 20.95~..i0.53
22･03 18.70 ii.81

22.50 17.53 13" 16.06 IM4229.36 16.06 16.79
28.97 18.78 11.49
-63.54-

27.95-29.31-
26.39 18.52 14.49

’
4,699, 180 2,713,180
9,819,000－－一一一一

-890,173-

41,600 43,300
1.238,382 1,200,793
131.335 77.381
51.812 51,769
186,291 111.228
-48,600-
-285,000-

212,291 142,201

12 937,720

7' 602,000

1．365．599
68，900

2,763, 125
385．261
124.245

414．294
31,700

469．000
523.917

8,367,690(1990)

(1991)

(1990)
(1991)

(1993)

(1990)

(1990)

(1991)

(1992)
(1992)

(1989)

28. 717.770

17．421. 000

3．212．826
204． 100

6，893．234

834．560

323．345

1．003，086

80．300
1.052.000

1．203．212

45.05

43.64

42.50
33.76

40.08

46.16

38.42
41.30

39.48

44.58
43.54

29.14 16.36 9.45
-56.36-

29.79-27.71-
24.64 20.W~21.22
24.53 17.97 17.42
28.83 15.74 9.27
29.54 16.02 16.01
29.04 18.57 11.09
－60．52－

28．33－27．09－
26.99 17.64 11.82

957 054

50,300

1,690,934
240.583

95.519
291.273

口298,000
324,803

13,457. 180
7.248,000

1. 495．797
88, 100

3，229．273
385,261

140．519

478.425
33.200

536.000

707.844

9．751．450 6,271,900 4.996,070
10,060,000-

-1,150,683-

54.300 50,600
1,922,722 2,316,126
131,335 77,381

60，715 65，880
224,875 140,276
-64,500-

-404,000-

349.795 297.407

34．476．600

17.308.000

3．749，469

253．300

10．007． 125

834．560
377．268

1． 186.618

97．700
1．299．000

1 .831. 091

(1990)

(1991)

(1990)
(1991)
(1993)

(1990)

(1990)

(1991)

(1992)
(1992)
(1989)

39.03
41.88

39.89
34.78

32.27
46.16
37.25

40.32
33.98
41.26

38．66

28.28 18.19 14.49
-58.12-

29.42-30.69-
23.81 21.44 19.98
25.37 19.21 23.14

28.83 15.74 9.27
29.20 16.09 17.46

28.91 18.95 11.82
-66.02-

27.64-31.10-
26．00 19.10 16.24

1, 102.989

60.300

2,539.004

240,583
110. 154

343.042

’ 359.000

476.045
「

外国は国際連合の世界人ロ年逵(1992年版) . 日本は総務庁統計局の推計人口による。各国とも年齢5歳階溌別人口に基づいて算定
したもので，国名の後の(C)はセンサスの結果であることを示し，他はすべて推計人口である。国の屋列は国際連合が定める地域順。
”篝数に年齢不詳を含む。 3，暫定値。
資料gUnitedNations・生"QgyZ""/cjba/boOんノ9m(1994).鎗務庁読計局『平成5年10月1日現在推計人口』(1994.6)
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1

第6表男女別特定年齢の平均余命
第B表合計特殊出生率および総再生産率の変動と将来推計(年）

' 10歳’ '0歳｜ ﾖ0歳｜ ‘0歳｜ ‘O議｜ ‘0歳｜ ?0歳I10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 70歳60歳国 ・地域 （年） 0歳 80歳
合計特殊出生率 総再生産率

国 1950~

55年 | ‘'::豪’
1985~

90年 ’
1男l
日本
中国

イスラエル

韓国

マレーシア

ｼﾝガボｰﾙ

(女】
日本
中国

イスラエル

韓国

マレーシア

シンガポール

1990~

95年

2000～

05年

2020～

25年

1950~

55年

1985~

90年

1990~

95年

2000~

05年
小
癖
酔
皿
皿
皿
皿
吻
蠅
，
吻
蝿
Ⅶ

一

脚(1993)

(1981)

(1989)
(1991)

(1988)
(1990)

6681

60．36

65．54

58．80

60．24

63-74

57．02

5087

5576

4921

50．69

53．96

2861

23‘52

2740

22．76

23．42

25．66

2017

15.72

18.96

1548

15.85

17.75

12.91

9．56

11．85

948

9．85

11 45

76．25

66．43

74．54

67．66

68．58

73．09

4739

41 ．54

4620

39．93

4141

4436

37．80

32．30

36．62

30．94

3220

3480

709

5．32

6．59

5．19

5．40

6.61 ’
中国

北朝鮮

日本

韓国

インドネシア

マレーシア

ミャンマー

フィリビン

シンガポール

タイ

ベトナム

アフガニスタン

ノくングラディシ

インド

イラン

ネバール

パキスタン

スリランカ

イラク

イスラエル

リーゥジァラピア

シリア

トルコ

サウジアラビア

シリア

トルコ

6．24

5" 17

2．75

5．18

5．49

6．83

600

729

6.41

6．62

6．05

670

6．66

5．97

713

5．64

6．50

5．74

7． 17

4． 16

7． 17

7．09

6．85

7． 17

7．09

6．85

2．38

2．50

168

173

3．48

4．00

450

4．30

169

2．57

4．22

6．90

5．10

4．20

6．50

595

6．75

2．67

6．15

3．05

6．80

666

3－79

6．80

666

3．79

220

237

1.65

1.75

3．10

3．62

4.16

393

1.75

2.21

3，87

6．90

4．72

3．85

595

5．47

6. 17

2．48

5．70

285

6．37

6．15

348

6 37

6．15

348

1.85

210

1.73

1.80

2.30

2.86

3．47

3．20

185

185

3.16

5．83

3．97

3．15

4．85

4．51

5.01

2.10

4．80

2．45

5．52

5．02

2．78

5.52

5．02

2．78

1.85

2.10

1.85

1.85

2.10

2.10

2．10

2．10

1.85

1.85

2.10

3.70

2.47

2.10

265

2.58

2.68

2.10

2.99

2.10

380

2.97

2 10

3

2

2．

3.03

2.51

1.34

2,51

2.68

3.32

293

3.54

3.08

3.23

2.95

3.25

325

2.91

3．48

2．75

3.17

2．80

3．50

2.02

3．50

3．46

3．34

116

1.21

0.82

0.84

1.70

1.94

2.20

2.09

0.82

1．12

1.21

087

0．88

1.61

1.81

206

1.95

0.88

1.05

121

0．97

095

1.32

1.53

1.80

1.68

1.01

(1993)

(1981)

(1989)

(1991)

(1988)

(1990)

53．30

4452

49．40

47．45

4498

4857

4355

35．28

3967

3793

35．50

3889

27．94

18．19

21．32

20.12

18.05

2085

82.51

69．35

7809

75．67

72．94

7757

73．02

63．36

6904

66．80

64．35

68. 18

63. 13

5383

59．18

5706

54.61

5833

34．07

2636

3020

28．77

2634

29．52

16.40

11.34

13.58

1246

1123

1335

9. 18

6．30

7．62

6.70

611

7．30

1:25

2,06

3.35

2.49

2.05

3.17

2．90

3．29

1．30

3．00

1.48

3．32

3．20

1．85

1.14

1,93

3.35

2.33

1.92

2.93

2.70

3.04

1.29

2.88

1.44

3.13

2.77

1.73

1.02

1.66

3.09

2.03

1.66

2.46

2.29

2‘53

127

2.48

1.35

2.76

1.80

1.50

1.02

1.27

2.04

142

1.27

151

147

1.52

1.27

1.68

1.26

2.01

1.01

1.27

ユ

各国の生命表による。

資料；厚生省統計情報部「平成5年簡易生命表」 （平6.9),UnitedNaLions,Demog戸αPﾉMcYeQJ-boo/z,
1992(1992)等。

第7表男女別平均寿命の変動と将来推計

国際連合の1992年推計（日本も含む）による。各5年間の年平均値。

(年）

男 女

国 1950~

55年

2020～

25年

1950~

55年

1985~

90年

1990~

95年

1985~

90年

1990~

95年

2000～

05年

2000～

05年

2020～

25年

789

79．4

84．2

79．6

74．7

79．0

73．6

75．1

81.5

78．7

75．5

56．0

661

73．6

762

68．0

72．0

79．5

76.1

82．1

77．8

77．8

77．4

i1' 国

北朝鮮

日木

椋国

インドネシア

マレーシア

ミャンマー

フィリピン

シンガポール

タイ

ベトナム

アフガニスタン

バングラディシュ

インド

イラン

ネパール

パキスタン

スリランカ

イラク

イスラエル

サウジアラビア

シリア

トルコ

42．3

49．0

659

49．0

38. 1

500

38.2

49.1

62 1

49．1

418

31．8

349

38．0

46．1

35．8

37．6

555

“9

66．4

40．7

407

45．2

709

72.7

81.2

72.5

62.0

71 ．6

56．8

654

76．4

69．9

64．8

420

50．4

57．9

655

50．3

56，5

725

66．5

77．4

69．1

69.1

68．0

72．6

73．9

81.6

737

65．4

73．0

59．3

67．0

77．4

719

66．0

44．0

52．6

60．7

67．8

53．0

590

73．8

67．5

78．4

709

70．9

700

751

76．2

82．6

76．0

69．0

75．4

64．3

70．2

79．0

74．6

70．3

480

57．1

65．9

71.4

58．5

64．0

76．0

70．9

80．0

73．7

73．7

732

39.3

46.0

62.1

46.0

36,9

47．0

35．6

46．0

58．8

45．0

39．1

31.3

38．3

39．4

46.1

36．8

40.1

57．6

43.1

644

39.1

44．8

42．0

68.0

66.2

754

66.2

585

67.5

535

61.6

70.8

64．7

50．6

410

51.1

57．8

65．0

51.5

565

683

63．5

73．8

66．4

63．2

62．8

69.2

67.7

75.9

67.7

609

68.7

56.0

63. 1

71.8

668

61.6

43．0

531

60．1

66．6

54．0

59．0

69．5

64．5

745

678

65．2

R4R

714

69.7

76.9

70.2

65.2

71.0

61．0

66．1

73．6

69．4

65．7

47．0

57.1

64．4

692

59．0

63．6

71.6

68．0

75．9

70．2

68．0

67．8

74．9

725

78．6

73．8

70．4

74．5

693

70．4

76．2

734

70．8

55．0

65. 1

69．6

73．2

67.0

695

75．0

72．4

77．8

73．9

71.4

72．2

｜

’

国際連合の1992年推刷}･ (日木も含む）による。各5年1111の年平均値。
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､

’

第14表年老いた親の扶養についての意識
主要国の意識の国際比較 (％）

｜ 不明自分の生活力に
応じて親を養う

なるべく親自身

の力や社会保障
にまかせる

一切親自身の力
や社会保障にま
かせる

どんなことをし

てでも親を養う
総 数

（人） ’
第10表望ましい退職年齢第9表 「老後生活」の意識

､ （％）
日 本

ア メ リ カ

イギリ ス

西ド イ ツ

フ ラ ン ス

オーストラリア

スウェーデン

シンガポール

11， 国

韓 国

ブラ ジル

1，082

1 ,034

1 ,036

1,005

1 ,001

1 ,255

1,014

1,001

1 ,021

1,002

1 ,028

25.4

52．0

446

320

55．5

33．9

17.0

73．7

662

69.4

44．4

58.5

43.3

44.3

49.0

37.5

47.3

52.0

24.2

26.0

28.3

33.4

09

1.7

2.3

3.1

1.1

2.2

3.7

0.3

0.6

0.3

5．9

89

2．4

5．4

9．4

4．1

15.9

24．8

1.2

17

1．4

15.4

6．3

0．5

3．4

6.6

1.8

0.7

2.6

0.6

5.6

0.6

1 0

(％）

｢關同|ド1刈剛
アメ
リカ鰍|量I ドイツ | 日本|”|ドｲﾂ|耐’

カメ
アリ

日本 鯨脈I ドイツ
イギ
リス

イギ
リス

ロ木 ’

’40．0

2.l

9．9

1 1.0

17．6

1'1．5

3．5

353

3．3

8. 1

9．7

41.1

16

8．6

6．2

16．7

10.7

130

8．6

7.1

3.'1

244

5.6

391

4．7

い
い
い
い

ら
ら
ら
ら

ぐ
ぐ
ぐ
ぐ

歳
歳
歳
歳

５
０
５
０

５
６
６
７

ll:11から引退した生活

家'liを人に征せた生活

配偶片と死別した生活

:j.･どもたちが結幡した
I)独立した後の生活

年金!|括稀としてのlk
iル

健康が衰えた後の！'括

その他

17.8

4．0

9. 1

45

6．3

48．4

368

25

47

48. 1

24．4

5．3

10.6

55.1

11.4

23

1.6

1 1.8

38.7

30.9

4．0

251

20．7

256

4．9

17.9

38．4

133

男↑1;の

場合

10. 1

17.4

9．2

い
い
い
い

ら
ら
ら
ら

ぐ
ぐ
ぐ
ぐ

歳
歳
歳
歳

５
０
５
０

５
６
６
７

284

34.6

0．9

112

29．3

24．5

10.3

8．0

316

168

14.6

33．0

44．6

81

06

71

27．7

261

8．8

’女性の

場合

総務庁長官官房少年対策本部「世界青年意識調森(第4回)結果報告醤」による。昭和63年1月～6月調査。
調査対象は， 各国とも18歳から24歳までの青年男女。

１
ｊ

米
主

資
け

総勝I了艮禰1.癖老人対紫室「老人の41柿と意識に
間する|繭|際比較調在」による。平成2年l 1～12月
調在。
調在対象は．制引とも60歳以I:の男女1,000名。

"#:|

寅料：第9表に同じ。

(旅）

第12表夫婦関係の在り方第11表就労の継続理由について
（％） (％）

|灘順' |ドｲﾂ|刑’
アメ

リカ
韓IFI ドイツ |鶇圃|ドｲﾂ|刑’

アメ

リカ
輔圃 ドイツ

イギ
リス

イギ
リス

日木 日本

第15表老後の生活喪について
(％）収入が欲しいから

{j: 'l『そのものが
inil'1いから

友人･ IIIIIIIIが
得られるから

働くのは体によいから

その他

夫婦一絹に過ごす時IHI
を持つようにしている

夫婦それぞれがI'I分の
ための時llllを持てるよ
うにしている

と'ちらの時I川も排つよ
うにしている

わからない

43.9

11.0

10.2

32.9

l7

65．0

7．8

10

19．4

6．8

28．6

51.8

5．4

12.5

0.0

41.9

29. 1

8．4

16.8

2－2

46.8

38.7

65

8．1

0．0

423 596 65．8 65．3 552

| 繍圃 ｜ ドイツ ｜ アメリカ ’観国 ドイツ アメリカ日本 イギリス

43.2

38.2

17.6

0．6

250 20 0 6 7 1 8 11.4

働けるうf>にiV!備し，他に頼らない。

家族がIni例をみるべき

il.会IW姉でまかなわれるべき

その他

44.0

16.0

37.5

1.3

45.2

6.0

45.6

3．0

59.1

0.6

26.5

9.1

47.6

1.3

42.4

7－2

255 19．5 26.0 327 32 7

7 2 09 15 02 0.8

資料：節9表に同じ。資料；節9喪に同じ。
総妨ﾉｧ長11.1．『";.世人対策室r老人の/|晶活と意織に間する国際比較調在」による。平成2年11～12月調壷。
調侮》･}象は， 各I副とも60歳以_|･.の男女1 ,000鵜。

汀#:｜

(流）

第13表老後における望ましい家族とのつきあい方
(％）

’| ”｡’ ‘ｲｯ |”ﾘ" ’碑 ’五1 ドイツ アメリカ日 木 イギリス

二r･供や孫とは，いつも一緒に生活
できるのがよい

孑・供や孫とは， ときどき会って食
耶や会話をするのがよい

了･供や孫とは．たまに会話をする
程庇でよい

子供や孫とは，全くつき合わずに
生活するのがよい

536 61 4 15 4 3．4 39

’
378 339 55．3 727 732

6.0 32 26.4 211 20.4

1 6 1809 1.0 ()4

資料：第9表に同じ。

’9998

’
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第16表地域における医療・福祉施設の満足度 第17表地域社会サービスの満足度
(％）

（％）
－

ドイツ
| ロ本 |ｱﾒﾘｶ| ｲギﾘﾕ|蝋風｜ ‘ｲツ日本 観圃アメリカ ｲギリス 日本 アメリカ イギリス 郷国

|現状でよい
もっと充実する必要がある

むしろ減らしてもよい ｜
どんなものか知らない

一一q■■、一一一ー一一一一一一一一一ー一一ー一一■■､一一一

現状でよい

もっと充実する必要がある

むしろ減らしてもよい

どんなものか知らない

一一一一一一一一一一一一一』■■一一一一一一一一一一一

現状でよい

もっと充実する必要がある

むしろ減らしてもよい

どんなものか知らない

一一一一一一■■■一一一一一一一一一ーq■■ーI■■－－－－■■■

現状でよい

もっと充実する必要がある

むしろ減らしてもよい

と'んなものか知らない

現状でよい

もっと光実する′必要がある

むしろ減らしてもよい

と'んなものか知らない

現状でよい 51 .4 683 488 299 671

もつと充実する必要がある 451 23．7 428 60.2 27.9
病 院

むしろ減らしてもよい 05 04 00 09 0．7

どこにあるか知らない 26 7．7 7 1 9,0 32

現状でよい 19. 1 33,2 40.4 98 326

もつと充実する･必要がある 63．0 453 307 799 55．5
1$･MII謎謹老人ホーム

むしろ減らしてもよい 0. 1 0.2 2.4 0.5 15

どこにあるか知らない 17.3 21 .3 26.3 98 96

現状でよい 19.3 29.0 356 1 1 0 310

もつと充実する必要がある 639 49.0 37" 1 796 572
老人ホーム

むしろ減らしてもよい 0.3 0.4 21 06 1 .4

どこにあるか知らない 16.0 21 .6 24.9 88 100

19.6 250 298 13.2現状でよい 228

もつと充実する必要がある 51.0 51 .9 514 74.7 60.6
老人のためのl.1;f

むしろ減らしてもよい 00 0. 1 0.8 0.6 1 .6

どこにあるか知らない 27.8 23,0 178 11.5 13.6

現状でよい 39.0 49.4 38.3 212 40．9

老人のための地域での もっと充実する必要がある 45.4 33.0 36.5 68.9 41. l

交流施設 むしろ減らしてもよい 0.7 0.4 0. 1 1l 2.0

どこにあるか知らない 130 172 251 8.8 15.0

－

４
４
８
４
》
５
０
５
９
↑
２
９
８
９
’
７
３
５
６
－
７
７
３
０

一

一

一

Ｑ
Ｚ
Ｌ
Ｌ
－
鍋
蝿
ｌ
皿
一
昭
奴
ａ
お
一
印
加
１
，
一
鎚
謁
ｚ
弘

一

２
６
２
０
－
３
４
１
２
｝
１
４
１
４
’
４
５
３
８
－
１
６
４
９

４
孔
Ｑ
８
－
ｕ
”
Ｑ
ｕ
－
遜
砠
Ｌ
雌
一
”
電
Ｌ
嘔
一
、
“
Ｑ
５１

－

９
１
ｉ
９
ｌ
５
０
０
４
－
３
５
１
０
｜
６
６
３
５
’
１
２
４
１

・
・
一
孔
ａ
Ｑ
６

，
Ｌ
Ｑ
８
－
鍋
飢
Ｑ
錨
一
翫
説
Ｑ
泌
一
狙
鈍
０
妬
－
１
２
５

一

一一

４
６
５
５
ｌ
６
１
０
２
－
２
９
３
５
ｌ
３
１
３
２
－
ｌ
９
０
０

鍋
羽
Ｑ
ｕ
－
躯
鋤
Ｑ
皿
一
ｍ
“
Ｑ
躯
一
鍋
謁
Ｑ
沁
一
釧
仙
Ｑ
４

↓
一
一
２

－
一
一

一
一

一

一
一

一

一

一

一

一

一
一

一

一
一

一

５
５
１
３
’
０
３
１
７
－
３
７
５
７
－
８
３
３
５
－
０
１
３
３

６
１
Ｑ
乢
一
電
哩
Ｑ
鐙
一
凱
魂
０
鋤
一
飢
釧
Ｑ
妃
一
泌
躯
Ｌ
ａ４

かかりつけの医濁･のサービス

－－－－－－－4■■ ■■■一一一一一一一
＝一一一一一一一一

訪I川矛;護サービス

－一一一一一一一一一一一■

一一一一 一一一 一一

家リド援助サービス

－ D -D一一一一一一一一一一一一一一一■■■一一一一

fr'1サービス

h－－q■■一一一■■■一一一一一一一一一一一一一一一一

友愛訪鵬l ･ fE話サーービス

－

寅料：第15表に同じ。
資料：第15表に同じ。
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